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平成 30 年４月、消防庁が定める消防の広域化及び連携・協力に関する基本指針

の一部改正が行われ、その中で平成 18年の消防組織法改正以降の 10年以上にわた

る取組を振り返った上で、今一度原点に立ち返り、都道府県の消防広域化推進計画

を再策定することが求められました。 

このため、県では、消防の広域化と広域化につなげる消防の連携・協力にかかる

市町の自主的な取組を進めることを目的に、消防力の実情、消防本部の財政、人事

管理等の状況など、現状や課題を聞き取りました。 

また、地域ごとの広域化及び連携・協力の取組状況をふまえ、中長期的な消防体

制の将来像の展望と、展望を見据えた推進期間中の取組について各消防本部と議論

を重ね、今後の本県における消防体制の方向性を示した「三重県消防広域化及び連

携・協力に関する推進計画」（以下「推進計画」という。）を策定しました。 

このたび、令和６年３月に消防庁が定める消防の広域化に関する基本指針の一

部改正、同年４月に連携・協力に関する基本指針の一部改正が再度なされたことを

受けて、県内における消防の広域化及び連携・協力の取組状況の追記や各種データ

の更新等を行いました。 

 

 

 

推進計画では、消防を取り巻く環境の変化、消防の現状と課題、地域ごとの取組

の現状等のほか、地域ごとの広域化に対する機運及びこれまでに大きく進展してき

た連携・協力の取組状況をふまえたものとし、小規模消防本部が管轄する地域の消

防力強化に向けた中長期的な消防体制を確立するため、本県消防体制の方向性とし

て、さらなる連携・協力とそれに続く広域化を推進していくため、国が定める推進

期間における取組など、次の事項を定めています。 

 

①消防の広域化及び連携・協力の経緯等  

②消防を取り巻く環境の変化と三重県の消防の現況  

③消防力の向上に向けた取組  

④消防の広域化及び連携・協力のために必要な措置  

 

 

  

1.1 計画策定の目的 

第 1章 計画の基本的な事項 

1.2 計画に定める事項 



2 
 

 

 

 

 

 

１ 消防の広域化 

（１）市町村の消防の広域化の必要性 

消防は、災害や事故の多様化及び大規模化、都市構造の複雑化、住民ニーズの

多様化等の消防を取り巻く環境の変化に的確に対応し、今後とも住民の生命、身

体及び財産を守る責務を全うする必要がありますが、小規模な消防本部において

は、出動体制、保有する消防車両、専門要員の確保等に限界があることや、組織

管理や財政運営面での厳しさが指摘されるなど、全国的に見ると消防の体制とし

ては必ずしも十分でない場合があるとされています。 

これらの課題を克服するためには、市町村の消防の広域化により、行財政上の

様々なスケールメリットを実現することが極めて有効であるとの考え方から、市

町村の自主的な消防の広域化を推進することとされました。 

 

（２）消防組織法の改正、「市町村の消防の広域化に関する基本指針」の告示 

総務省消防庁は、消防の広域化を推進するため、平成 18 年６月に消防組織法

の一部を改正するとともに、同年７月に「市町村の消防の広域化に関する基本指

針」（以下「基本指針」という。）を定め、各都道府県は平成 19 年度中に「消防広

域化推進計画」を策定し、その後５年度以内（平成 24年度末まで）を目途に広域

化を実現することとされました。 

なお、基本指針では、広域化の規模は、管轄人口が概ね 30万人以上の規模を一

つの目標とすることが適当であるとし、地域の実情にかかわらず、全国において

同様に推進することとされました。 

 

（３）「市町村の消防の広域化に関する基本指針」の改正（平成 25年４月１日） 

基本指針に示された広域化実現の期限である平成 24 年度末を迎えましたが、

全国的には小規模な消防本部が全消防本部の約６割を占めるなど、広域化はまだ

十分とは言えず小規模消防本部が抱える課題が克服されていない状況にありま

した。このことに加え、東日本大震災での教訓や類例をみない大規模災害等の発

生、また、今後の災害リスクの高まり、さらに将来の日本の総人口が減少するこ

とが予想されていることを踏まえると、国、都道府県及び市町村が一体となった

消防の広域化の推進による小規模消防本部の体制強化がこれまで以上に必要と

なることから、平成 25 年４月１日に基本指針を改正し、広域化の推進期限が平

成 30年４月１日まで延長されました。 

この改正では、第一に、広域化の組合せは管轄人口30万人以上の規模を一つ

の目標としながらも、この規模目標には必ずしもとらわれず、小規模消防本部

2.1 消防の広域化及び連携・協力の経緯 

第 2章 消防の広域化及び連携・協力の経緯等 

2.1.1 国におけるこれまでの経緯 
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の広域化を着実に進めるという観点から、地域の実情を十分に考慮すること、

第二に、広域化の取組を先行して重点的に取り組む必要がある地域に、国、都

道府県が集中的に支援することとされました。 

 

（４）「市町村の消防の広域化に関する基本指針」の改正（平成 30年４月１日） 

これまでの取組により、全国において一定程度の広域化が実現したものの、

小規模な消防本部がまだ多数存在するなか、人口減少社会の到来、少子高齢化

の進展等に対応していくために消防力の強化が必要なこと、また、小規模消防

本部における消防力整備率は、はしご自動車、化学消防車等について消防本部

の規模による顕著な差が見られることなどから、国、都道府県及び市町村が一

体となり、消防力の維持・強化に有効な消防の広域化を推進し、小規模消防本

部の体制強化を図ることがこれまで以上に必要となっており、喫緊の最重要課

題であるとして、平成30年４月１日に再び基本指針を改正し、広域化の推進期

限が令和６年４月１日まで延長されました。 

 

（５）「市町村の消防の広域化に関する基本指針」の改正（令和６年３月 29日） 

多様化・大規模化する災害や新たな感染症等に備えた消防体制の確保の必要

性が高まっている今日において、消防力の強化・充実のため早期の広域化の実

現が求められていますが、現状全消防本部の約６割が管轄人口10万人未満であ

り、平成30年度からの広域化の進捗が未だ十分とは言い難い状況であることか

ら、本改正では、地域の核として広域化に向けた論点整理や消防本部間及び関

係市町村間での合意形成において主導的な役割を担う「中心消防本部」を新た

に位置づけることができる等を示すとともに、広域化の推進期限は令和11年４

月１日まで延長されました。 
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２ 消防の連携・協力 

（１）「市町村の消防の連携・協力に関する基本指針」の通知 

消防の広域化は、消防組織法において「２以上の市町村が消防事務を共同して

処理すること又は市町村が他の市町村に消防事務を委託すること」と定義されて

います。この意図するところは、言うまでもなく消防の組織を統合することによ

る行財政のスケールメリットの発揮です。 

その一方で、消防審議会の「消防の広域化及び連携・協力に関する答申（平成

29 年３月 15 日）」では、「直ちに広域化を進めることが困難な地域においても必

要となる消防力を確保・充実していくため、消防事務の性質に応じて事務の一部

について連携・協力を推進することが必要である」との答申がなされました。 

これを受けて、消防の広域化を消防体制の整備・確立に向けての有効な手段の

一つとして推進していくとともに、消防の広域化にはなお時間を要する地域にお

いても消防力を強化していくため、消防事務の一部について柔軟に連携・協力を

行う「消防の連携・協力」を推進することとし、平成29年４月１日に「市町村の

消防の連携・協力に関する基本指針」（以下「連携・協力基本指針」という。）を 

定め、その期限は令和５年４月１日とされました。 

消防の連携・協力を実施するにあたっては、地域の災害特性や消防需要の見通

し、地形的な状況等について把握分析しながら、関係する消防本部において積極

的な検討を実施していくこととし、消防の連携・協力を行おうとするときは、市

町村において、協議により「消防の連携・協力の円滑な実施を確保するための計

画（連携・協力実施計画）」を作成することが求められています。 

 

（２）「市町村の消防の連携・協力に関する基本指針」の改正（平成 30年４月１日） 

平成30年４月１日の「市町村の消防の広域化に関する基本指針」の改正に伴

い、同日付で連携・協力基本指針についても改正が行われ、その中で県におい

ても、高機能消防指令センターの共同運用などの市町村の消防の連携・協力に

ついて、広い視野で検討し、県推進計画において対象となる市町村を定めるも

のとされました。 

また、広域化の実現の期限とあわせ、連携・協力の期限についても令和６年

４月１日まで延長されました。 

（連携・協力基本指針で示された連携・協力の具体例） 

① 通信指令業務の共同運用 

② はしご自動車や特殊災害車両等の出動頻度の高くない車両の共同整備 

③ 管轄の境界付近における消防署所の共同設置 

④ 高度・専門的な違反処理や特殊な火災原因調査等の予防業務における

連携・協力 

⑤ 専門的な人材育成 等 
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（３）「市町村の消防の連携・協力の基本指針」の改正(令和６年４月１日) 

近年、激甚化・頻発化する自然災害等へ対して、迅速で効果的な災害対応を

していくために、常備消防の体制の整備・確立のため消防の広域化を推進して

きたところですが、平成31年以降に全国で広域化した７地域のうち５地域で

は、それ以前に指令の共同運用等の消防の連携・協力に取り組んでいたことか

ら、消防の連携・協力は広域化の実現につながるものと考えられるため、連

携・協力の方向性として７つの類型を提示するとともに、広域化の推進期間を

踏まえ、連携・協力の推進期限が令和11年４月１日まで延長されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○消防の広域化及び連携・協力の推進期間を令和 11 年４月１日までとする。 

○今後の広域化の推進の方向性を示した。 

①広域化推進の選択肢として、地域の核となる消防本部を「中心消防本部」

として都道府県推進計画に記載可能とする。 

②中心消防本部は、広域化に向けた論点整理や消防本部間及び関係市町村

間での合意形成において主導的な役割を担うものとする。 

③都道府県は、消防本部の連携・協力の実施状況や指令システム標準化の

状況も考慮して広域化対象市町村の組合せを検討するものとする。 

④都道府県は、市町村への消防力シミュレーション結果の提示、比較整理

などを通じた広域化の機運醸成や、関係者間の協議の場の設置等を主導

するものとする。 

⑤国は、広域化を実現した消防本部の優良事例等の情報や、広域化の効果

等を分析するシステムの提供等をするものとする。 

○今後の連携・協力の推進の方向性を示した。 

①平成 31年以降に広域化した７地域のうち５地域では、それ以前に連携・

協力を実施しており、多様かつ複数の連携・協力の取組は、広域化実現

に繋がることから積極的に推進するものとする。 

②指令の共同運用を行う地域の半数超が実施していないものの、その効果

を最大限に生かすこととなる高度な運用(ゼロ隊運用・直近指令)の実施

を推進するものとする。 

〇連携・協力の具体的な類型を示した。 

①指令の共同運用 ②消防用車両等の共同整備 ③高度・専門的な違反処理

や特殊な予防業務 ④特殊な救助等専門部隊（水難救助隊、山岳救助隊、

NBC 災害対応隊等）の共同設置 ⑤専門的な人材育成の推進 ⑥訓練の定

期的な共同実施 ⑦現場活動要領の統一 

○国は、広域化及び連携・協力に係る取組に所要の地方財政措置を講ずると

した。 

基本指針改正(R6.3.29、R6.4.1)のポイント 
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平成 20年 3月 「三重県消防広域化推進計画」を策定 

・ブロックごとに市町間の協議を開始 

・市町相互間の調整及び情報提供 等 

平成 26年 3月 「三重県消防広域化推進計画」を改訂 

国 平成 18年 6月 14日 「消防組織法の一部を改正する法律」公布・施行 

国 平成 25年 4月 1日 「市町村の消防の広域化に関する基本指針」の一部改正 

国 
平成 18年 7月 12日 「市町村の消防の広域化に関する基本指針」告示 

「消防広域化推進本部」の設置 

・優先的に広域化に取り組む地域の重点化 

国 平成 29年 4月 1日 「市町村の消防の連携・協力に関する基本指針」通知 

国 
平成 30年 4月 1日 「市町村の消防の広域化に関する基本指針」の一部改正 

          「市町村の消防の連携・協力に関する基本指針」の一部改正 

令和 11年 4月 1日  消防の広域化及び消防の連携・協力の推進期限 

平成 31 年 3 月 「三重県消防広域化及び連携・協力に関する推進計画」

を策定 

消防の広域化及び連携・協力の経緯と今後のスケジュール 

令和 6年 3月 29日 「市町村の消防の広域化に関する基本指針」の一部改正 

令和 6年 4月  1日 「市町村の消防の連携・協力に関する基本指針」の一部改正 
国 

令和７年 3 月 「三重県消防広域化及び連携・協力に関する推進計画」 

（予定） を改訂 
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平成 18 年度当時、全国の 811消防本部のうちには管轄人口 10 万人未満の消防本

部が 492本部（60.6％）存在しました。 

平成 18 年の消防組織法の一部改正以降、令和６年４月１日現在、全国の 59地域

で広域化が実現し、令和５年４月 1 日までの間に、全国の消防本部数は約１割の 89

消防本部が減少し、722消防本部となりましたが、管轄人口 10 万人未満の小規模消

防本部が依然として、59.8％と約６割を占めています。 

 

規模別の消防本部数及び減少数 

本部規模 本部数 
 減少数 

（Ｒ５←Ｈ18） 

 

割合 減少割合 

全消防本部 722 ― ▲89 ▲10％ 

うち 管轄人口 10万人未満 432 6 割 ▲55 ▲ 8％ 

出典：総務省消防庁「令和 5年度版 消防白書」より作成  

 

消防の連携・協力については、７つの類型の中でも通信指令業務の共同運用に

おいて、令和６年４月１日現在で、55の地域・229消防本部において、消防指令セ

ンターの共同運用が実現しています。 

 

 

 

令和６年４月現在、消防の広域化及び連携・協力を実現した全国の消防本部で

は、災害発生時における初動体制の強化、消防署所の配置や管轄区域の適正化に

よる現場到着時間の短縮及び本部機能統合等の効率化による現場活動要員の増強

等において、以下のとおり具体的なメリットが発揮されています。 

 

（１）火災初動対応第一出動時の出動車両数等の充実 

・奈良県広域消防組合消防本部 ：３～６台 → ６～７台 

・宇部・山陽小野田消防局   ：５台   → ７台 

・小田原市消防本部      ：６台   → 10台 

・埼玉東部消防組合消防局   ：５～７台 → ８台 

 

 （２）緊急出動時における現場到着時間の短縮 

   ・弘前地区消防事務組合消防本部：弘前市種市  ▲13：39 

   ・小田原市消防本部      ：小田原市小竹 ▲４：51 

 

2.2 全国の取組状況 

2.2.1 広域化及び連携・協力の取組状況 

2.2.2 消防の広域化の成果（全国の事例） 
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 （３）業務集約に伴う人員効率化による現場活動要員の増強及び出動体制の強化 

   ・奈良県広域消防組合消防本部 ：広域化により 122人の人員を現場へ再配置 

・宇部・山陽小野田消防局   ：指揮隊２隊を新たに配置 

・小田原市消防本部      ：高度救助隊を発足 

出典：総務省消防庁「R6.4 消防広域化関係資料」 

 

 

 

平成28年５月23日、消防庁長官から消防審議会に対し「人口減少や災害の多様化

等社会環境の変化に対応し、必要となる消防力を維持していくための消防体制のあ

り方等」について諮問があり、平成29年３月15日、消防審議会は、「消防の広域化及

び連携・協力に関する答申」を取りまとめました。 

この答申では、全国的に広域化が進まない主な理由として、以下の理由が挙げら

れています。答申では、こうした課題への対応策を示すとともに、消防は、複雑・

多様化する災害に適切に対応し、将来にわたって持続可能な消防体制を整備・確立

していく必要があるとしています。また、体制の整備・確立については、有効な方

策である消防の広域化をより積極的に進めていく必要があるとしている一方で、広

域化のための組織統合に向けた調整が困難である等、直ちに広域化を進めることが

困難な地域においては、消防事務の性質に応じて事務の一部について連携・協力を

推進することにより、消防力の強化に効果を生み出していくことが可能であるとし

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：消防審議会「H29.3.15 消防の広域化及び連携・協力に関する答申」 

 

2.2.3 広域化が進まなかった理由と今後の対応 

① 地理的理由により広域化のメリットが得られない。既に合併、組合消

防、事務委託しているので広域化は必要ないと考えており、広域化の協

議に至らない。 

② 小規模本部では、広域化により周辺地域となり消防力が低下すること

や負担金が増加することを懸念している。 

③ 大規模本部では、現在の規模が適当・十分と考えており、広域化によ

る消防力の流出を懸念している。 

④ 広域化によって署所が削減される、地元と消防の結びつきが弱まる、

防災部局や消防団との連携が困難になるといった懸念がある。 

⑤ 人件費の調整が難航したり、施設整備の時期が不一致であることによ

り広域化の協議が進まない。 

広域化が進まなかった理由 
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令和５年、国では、人口減少、災害の激甚化・多様化等の消防を取り巻く環境の変

化に的確に対応し、消防力を維持・強化していくため、消防体制の構築の必要性、促

進策等に関し検討を行うことを目的として「消防力の維持・強化のための消防体制の

構築に関する検討会」が行われました。 

令和５年６月の最終報告書では、近年、消防の広域化の実現状況が鈍化しているこ

とから、消防本部が広域化に対して抱える懸念を踏まえ、これらへの対応策を講ずる

ことにより、広域化の促進を図ることが必要であること、また、消防の広域化が進む

地域においては、都道府県や地域の核となる中心的な消防本部の積極的な取組が行わ

れていることから、これらの取組の他地域への横展開を図ることが重要としています。 

一方で、広域化に対する消防本部の懸念への対応として、広域化した本部に対する

構成市町村の人的支援等の促進、広域化等の効果や実績に係る周知・説明などの必要

性を示しています。 

 

 また、平成 18年以降、令和６年４月１日までに、59地域において広域化が実現し

ていることから、国は、全国の広域化実現団体における広域化が進んだ主な理由を次

のとおり紹介しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 消防本部名称・所在地、負担金割合、人員配置、各署所数等の重要調

整項目についても、首長会議にて決定した。 

② 高機能消防指令センター及び消防・救急デジタル無線設備において、

広域化による負担軽減が想定されていた。 

③ 市境に山や川など遮るものがなく、市街地等が一体化し都市形態も類

似している。市民の行き来も頻繁で、元来地域間のつながりが強かった。 

④ 協議会発足前の検討会から、担当者による話し合いや各首長・各議会

との調整を十分に行った。 

⑤ 構成市町村が広域化の可能性を検討していた時期、構成市管内で集中

豪雨により河川が氾濫し大規模な水害が発生。県内応援協定に基づき県

内消防本部から応援に当たったが、応援協定に基づく出動の限界（即応

性、指揮命令系統の分散など）を、広域化を検討中の首長が認識し、「効

果的、効率的な災害対応を行うためには消防力の強化が必要であり、そ

の為には消防広域化が有効な手段の一つである」との見解で一致した。 

広域化が進んだ理由 
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出典：総務省消防庁「R6.4 消防広域化関連資料」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➅ 市町村合併により、Ａ市域の大半をＡ市消防本部が、残りの区域をＢ

組合本部（Ａ市域以外の町も加入）が管轄する変則的な消防体制が長期

的に続いており、Ｂ組合本部管内のＡ市住民からＡ市消防本部同様のサ

ービスの提供について、再三要望がなされていたことを契機として、最

終的にＡ市消防本部とＢ組合本部全体の広域化につながった。 

➆ 構成市町の中心市が、広域化の前年度に 1市単独で消防はしご自動車

を購入し広域化に前向きに取組んだ（広域化後、はしご自動車は組合消

防の車両として使用することになり、他の組合構成市町の車両購入に係

る負担が軽減された） 

➇ 構成市町村は同程度の消防力を有しており、他の構成市に消防力が流

出し、将来的に特定市が財政負担増になる可能性が低かった。 

⑨ 既存組合の一般職員の給与水準が、構成市町の中心市に準じており、

消防職員の給与水準も他の市町消防職員と比較し中間水準であった。 

⑩広域化前に、既に指令の共同運用などの連携・協力による取組を実施し

ていたことで、消防事務を共同で行うことの効果を実感していたことに

加え、人事交流による職員間のつながりが生まれるなど、広域化の下地

ができていた。 
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１ 大規模災害等への対応 

東日本大震災から 13 年が経過し、震災の教訓をふまえた様々な災害対応力の

強化がなされてきていますが、東日本大震災以降も熊本地震や令和元年東日本台

風、令和６年能登半島地震など未曽有の自然災害が多発しており、新たな課題へ

の対応が必要となっています。 

さらに、今後発生することが予想されている南海トラフ地震や首都直下地震で

は、東日本大震災を上回る被害の発生が懸念されています。 

このような複雑・多様化する災害等をふまえ、さらなる消防体制の強化や安全

対策の推進などに取り組む必要があります。 

単独の市町では対応できないような大規模・特殊災害等においては、他の市町、

県及び自衛隊等の関係機関と協力しつつ、広域的な対応体制を確保することが必

要となります。また、体制の整備については、①合理的に人員を配置した警防活

動体制及び現場指揮体制の整備、②高度で専門的な知識・経験を有する予防要員

の確保、③救急業務の高度化・専門化に的確に対応した救急体制の整備等を図る

ことが必要となってきています。 

 

２ 人口減少、少子高齢化への対応 

本県では令和５年８月に「三重県人口減少対策方針」を策定し、人口減少への

総合的な対応に取り組んでいるところです。2020年(令和２年)の国勢調査におけ

る本県の総人口は約 177万人ですが、2040年(令和 22年)には約 150万人程度（国

立社会保障・人口問題研究所 将来推計人口による推計、以下同じ）になる見込

みです。 

また、年齢階層別の人口を 2020年（令和２年）と 2040年（令和 22年）で比較

すると、0～14歳については 12.1％→9.9％、15～64歳については 58.0％→52.9％

とそれぞれ減少する一方、65 歳以上については 29.9％→37.2％と増加する見込

みです。 

人口減少により、各消防本部の管轄人口も減少すると考えられることから、今

後、各消防本部においては、管轄人口に応じて小規模化が進むことが懸念され、

常備消防とともに地域の消防を担っている消防団の団員確保にも大きな支障が

生じることが懸念されます。また、人口減少により低密度化が進展するものの、

消防活動として必要な署所等の数に大きな変化はないと考えられ、即応体制の確

保など消防力の維持に困難が伴う可能性も高くなります。 

さらに、高齢者、特に高齢者独居世帯の増加に伴い、避難行動要支援者の数が

増加していくことが想定され、消防防災活動における対応力の強化が求められる

ことになります。また、急病等の救急需要の増加傾向は当面の間続くと予想され、

救急業務の重要性が増している消防行政にとっては大変懸念される状況にある

第 3章 消防を取り巻く環境の変化と三重県の消防の現況 

3.1 消防を取り巻く環境の変化と対応すべき課題 
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とともに、生産年齢人口の減少に伴い市町財政が一層厳しさを増すことが予想さ

れる中で、行財政改革の推進などにより財政面での制約もさらに厳しくなること

が見込まれます。 

このような人口動態等による影響は消防本部の規模が小さいほど深刻である

と考えられ、小規模消防本部の体制強化が必要となっています。 

 

出典：国立社会保障・人口問題研究所「将来推計人口（令和５年推計）」より作成 

 

 

出典：国立社会保障・人口問題研究所「将来推計人口（令和５年推計）」より作成 

 

３ 新たな社会資本整備への対応 

県内では、高速道路等の整備が進み、高速道路やトンネル内での事故等につい
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ては、一般道路での事故に比べ多くの車両が巻き込まれ、大規模な事故となる可

能性が高い状況にあります。 

また、高速道路のインターチェンジ周辺は大型施設の建設等によって都市構造

が変化することも予想され、交通事故の発生、救急需要の増加、複数箇所での火

災、災害発生等に対応できる消防体制が必要となってきます。 
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４ 女性消防吏員の活躍推進への対応 

国を挙げて女性の活躍推進が取り組まれていますが、全国の消防本部における

女性消防吏員の割合は、平成 30 年４月１日時点の 2.7％から令和４年４月１日現

在で 3.4％と増加したものの、他の救助機関である警察、自衛隊、海上保安庁と

比較して最も低水準にあります。 

消防庁は、消防吏員に占める女性消防吏員の全国の比率を、令和８年度当初ま

でに５％へ引き上げることを共通目標としています。 

県内では、令和４年４月１日現在で 73人の女性消防吏員が在籍していますが、

女性消防吏員の割合は 2.8％と、全国平均の 3.4％を下回っている状況でありま

す。しかしながら、県内の平成 30年４月時点の 2.4％と比較しても、年々着実に、

女性消防吏員は増加しています。また、全国的にも、女性消防吏員のいない消防

本部は令和４年４月１日現在で全 723消防本部中 121本部と大きく減少していま

す。県内におきましても、令和４年４月１日現在、全 15消防本部中 11消防本部

で女性消防吏員が活躍しています。 

各消防本部では、消防本部の実情に応じながら、市町部局が開催する職員採用

説明会、消防庁が主催する女子学生等を対象とした職業説明会（ワンデイ・イン

ターンシップ）、民間主催の職業説明会などに参加し、多くの女性に職業選択する

うえで、消防を選択肢の一つに含めてもらえるよう積極的なＰＲ活動に取り組ん

でいます。また、消防庁舎の女性専用施設の計画的な整備や、消防庁の女性消防

吏員活躍推進アドバイザーを招いての研修、職場全体で妊娠・育児休業から復帰

までを支える体制の構築など、女性消防吏員が働きやすい職場環境づくり等に努

めているところです。 

このように、各消防本部においては、女性消防吏員の計画的な増員や女性消防

吏員の職域拡大の推進、ライフステージに応じた様々な配慮、施設・装備の改善

など、今後、継続してソフト・ハード両面からの具体的な取組の推進が必要とな

ってきています。 

        出典：三重県「消防防災年報（令和４年度版）」より作成 
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５ ハラスメント等への対応 

ハラスメントや不祥事は、国民・住民の信頼を著しく損ねるものであるだけで

なく、消防職員の士気の低下や職場環境の悪化により、住民サービスとしての消

防力の低下にもつながりかねません。 

県では、ハラスメント等相談窓口を消防・保安課に設置し、各消防本部を通じ

てそれぞれの所属職員に対して周知を行っています。また、県内の各消防本部で

は、ハラスメント等の撲滅に向けた取組が進められるとともに、研修等を通じて

職員の意識向上にも取り組まれています。 

今後も引き続き着実な取組の推進を図り、ハラスメント等の撲滅に向けた体制

の構築が必要となってきています。 

 

 

ハラスメント等通報制度・ハラスメント相談窓口のイメージ 

 

 
 

      出典：総務省消防庁「H29.7 消防本部におけるハラスメント等への対応策に関するワーキンググループ報告書」  
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県内には、15の消防本部があり、その内訳は、市町の単独設置７本部、事務委

託方式５本部、一部事務組合方式３本部となっています。 

県全体の面積は約 5,774.41 ㎢で、消防本部によって管轄面積は約 100 ㎢から

700㎢超までと様々であり、一消防本部あたりの平均管轄面積は約 385㎢となり

ます。全国の一消防本部あたりの平均管轄面積は約 509㎢であることから、平均

管轄面積は全国と比べると小さい状況にあります。 

一方、県全体の人口は 1.784.962人（令和４年度消防防災・震災対策現況調査）

で、一消防本部あたりの平均管轄人口は約 12 万人です。全国の一消防本部あた

りの平均管轄人口は 17.5万人であり、全国を下回っています。県内 15消防本部

のうち、30 万人以上の規模を有するのは四日市市消防本部のみで、人口 10 万人

以上 30 万人未満は５消防本部、10 万人未満の小規模消防本部は９消防本部とな

っており、小規模な消防本部が比較的多い状況にあります。 

消防吏員数は、県全体が 2,593人（令和４年４月１日現在）で、消防吏員数が

100 人以下の消防本部は５消防本部あり、そのうち特定小規模消防本部（消防吏

員数が 50 人以下）が１消防本部、準特定小規模消防本部（消防吏員数が 100 人

以下）が４消防本部あります。 

  県内 15 消防本部の概況（令和４年４月１日現在】 

 

※管轄市町名の「◎」は事務受託市  

出典：三重県「消防防災年報（令和４年度版）」より作成 

 

消防本部名
消防吏員数
（人）

消防署
分署・
出張所

管轄人口
（人）※１

管轄面積
（㎢）

管轄市町名
※２

事務処理
方式

桑名市消防本部 254 3 5 217,025 394.93
◎桑名市、いなべ市、
　木曽岬町、東員町

事務委託

四日市市消防本部 375 3 8 336,373 221.20
◎四日市市、

　川越町、朝日町
事務委託

菰野町消防本部 57 1 0 41,476 107.01 　菰野町 単独設置

鈴鹿市消防本部 213 2 4 197,512 194.46 　鈴鹿市 単独設置

亀山市消防本部 81 1 2 49,438 191.04 　亀山市 単独設置

津市消防本部 364 4 9 274,065 711.19 　津市 単独設置

伊賀市消防本部 174 1 7 88,325 558.23 　伊賀市 単独設置

名張市消防本部 116 1 2 76,909 129.77 　名張市 単独設置

伊勢市消防本部 200 1 6 146,352 384.24
◎伊勢市、

　玉城町、度会町
事務委託

鳥羽市消防本部 47 1 1 17,648 107.34 　鳥羽市 単独設置

志摩市消防本部 146 1 5 54,114 287.80
◎志摩市
　南伊勢町(旧南勢町)

事務委託

松阪地区広域消防組合
消防本部

292 4 5 197,787 767.68
　松阪市
　多気町、明和町

事務組合

紀勢地区広域消防組合
消防本部

88 1 3 21,380 729.22
　大台町、大紀町
　南伊勢町(旧南島町)

事務組合

三重紀北消防組合

消防本部
106 3 1 31,624 449.24 　尾鷲市、紀北町 事務組合

熊野市消防本部 80 1 3 34,934 541.10
◎熊野市、
　御浜町、紀宝町

事務委託

合　計 2,593 28 61 1,784,962 5,774.45

3.2 三重県の消防の現況 

3.2.1 消防本部の現状 
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事務処理方式の形態及び消防署所の配置 
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（１）火災出動の状況 

県内の平成 25 年から令和４年までの火災件数の推移は、年によって若干の変

動はあるものの、ゆるやかな減少傾向となっています。そのうち火災全体の４～

５割程度を占めている建物火災件数については、一般住宅の火災が減少しており、

全体の件数自体は減少傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

出典：三重県「消防防災年報（令和４年度版）」より作成 

（２）救助活動の状況 

消防機関の行う救助業務は、昭和 61 年４月の消防法改正により、救助隊が法

的に位置づけられ、対象とする事案は、火災、交通事故、水難事故、自然災害か

ら特殊災害まで広範囲に及んでいます。 

県内には 14 消防本部に 19 の救助隊が配置されており、毎年 800～900 件の救

助出動が行われています。救助出動件数のうちでは、交通事故によるものが最も

多く、全体の４割以上を占めています。 

出典：三重県「消防防災年報（令和４年度版）」より作成 

3.2.2 消防の活動状況 
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   救助隊の現状（令和４年４月１日現在） 

消防本部名 救助隊 
  

特別救助隊 高度救助隊 

桑名市消防本部名 2     

四日市市消防本部 3 3 1 

菰野町消防本部 1     

鈴鹿市消防本部 1 1   

亀山市消防本部 1     

津市消防本部 2 2 1 

伊賀市消防本部 1 1   

名張市消防本部 1     

伊勢市消防本部 1 1   

鳥羽市消防本部 1     

志摩市消防本部 1     

松阪地区広域消防組合消防本部 2 1   

紀勢地区広域消防組合消防本部 1     

三重紀北消防組合消防本部 1     

熊野市消防本部       

計 19 9 2 

出典：三重県「消防防災年報（令和４年度版）」より作成 

 

※特別救助隊 … 救助隊の一般的な装備に加え、マット型空気ジャッキや陽圧式化学防

護服などの特別な装備並びに救助工作車を有し、人命の救助に関する専

門的な教育を受けた隊員で編成された救助隊 

※高度救助隊 … 特別救助隊の装備に加え、画像探索機、熱画像直視装置、地震警報器

などの高度な装備及び当該装備を積載できる救助工作車を有し、人命の

救助に関する専門的かつ高度な教育を受けた隊員で編成された救助隊 

 

（３）救急活動の状況 

消防機関が行う救急業務は昭和 38 年に法制化され、平成３年には、救急現場

や搬送途上における応急処置の充実による傷病者の救命率の向上を図るために

救急救命士の制度が導入され、より高度な観察及び応急処置を行うことができる

ようになりました。 

また、近年、救急現場や搬送途上における応急処置の充実、いわゆる病院前救

護の質の向上が求められており、救急救命士が行うことのできる応急処置の範囲

が、心肺機能停止傷病者に対する除細動をはじめ、気管挿管、薬剤投与等、年々

拡大されてきており、各消防本部は救急救命士の養成を推進し、救急体制の充実

を図ってきています。 

しかしながら、高齢者人口の増加や核家族化の進展などの社会構造の変化に伴

って救急需要が年々増加の一途をたどっており、県内の救急出動件数は平成 25年
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から令和４年にかけて 18.3％の増加となっています。 

これを消防本部ごとに見ると、すべての消防本部で、新型コロナ感染症の影響

で、令和２年から３年にかけて一時的に減少したものの、増加傾向となってお

り、高齢化の進展に伴い、救急搬送件数は当面の間増加する可能性があります。 

出典：三重県「消防防災年報（令和４年度版）」より作成 

 

また、救急活動における現場到着所要時間（119 番の覚知から現場到着までの

時間）は延伸傾向にあり、収容所要時間（119 番の覚知から病院収容までの時間）

は、一時短縮傾向が見られたものの、ここ数年で、再び増加に転じ、長期的には

延伸傾向にあります。消防本部ごとに見ても、現場到着所要時間及び収容所要時

間ともに長くなっています 

ここ 10 年間における救急出動件数の 18.3％の増加に対して、救急隊数はこの

10年間で 2.9％の増（平成 25 年４月１日現在 103 隊、令和４年４月１日現在 106

隊）にとどまっており、このような救急業務における需給ギャップの拡大が収容

所要時間等の活動時間に影響を及ぼしていることも考えられます。 

出典：三重県「消防防災年報（令和４年度版）」より作成 
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出典：平成 30年、令和４年救急年報報告より作成 

      

 

出典：平成 30年、令和４年救急年報報告より作成 
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（４）予防行政の状況 

火災予防運動等を通じ、住宅用火災警報器や住宅用消火器等の住宅用防災機

器及び防炎品の普及、たばこ火災に係る注意喚起広報等の住宅火災対策を推進

してきていますが、全国の状況を見ると近年、ホテル火災や比較的小規模な福

祉施設において、多数の人的被害を伴う火災、大規模な市街地火災や倉庫火災

が発生しています。 

また、県内の防火対象物への立入検査件数の推移を見ると、年度によって変

動はあるものの、近年、立入検査実施率は概ね増加傾向にあります。これを消

防本部の規模別で見ると、消防吏員 300 人以上の大規模な消防本部に比べて、

それより規模の小さい消防本部の立入検査実施率が低くなっています。 

 特に、消防吏員が 100人未満の小規模な消防本部においては、令和４年度で

は 10.6％となっており、県平均の 17.4％を下回っています。 

 

 

出典：三重県「消防防災年報（令和４年度版）」より作成 

 

 

※防火対象物 

消防法では、建築物など火災予防行政の主たる対象となるものを「防火対象物」と定義し、

そのうち政令で定められた防火対象物については、その用途や規模に応じて、火災予防のた

めの人的体制の整備や消防用設備等の設置、防炎物品の使用などを義務づけています。 
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              出典：三重県「消防防災年報（令和４年度版）」より作成 

 

危険物施設は毎年減少傾向にありますが、危険物施設における事故発生件数

は、施設の老朽化の課題等もあり、今後増加する懸念があります。 

危険物施設においては、許認可審査や完成検査の実施とともに、立入検査等

を通じて危険物の取扱者に安全管理指導を行うなど、保安の確保に努めてきて

いますが、限られた人員と時間の中でいかに効率的かつ効果的に立入検査等を

行っていくかが課題となっています。 

                 出典：三重県「消防防災年報（令和４年度版）」より作成 

 

※危険物施設 

ガソリンスタンドや地下タンク等、消防法で定められている「危険物」（ガソリン・灯

油等）を一定の数量以上貯蔵し又は取り扱う施設をいいます。 
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（１）消防吏員の状況 

消防吏員数については、平成 24年度から令和４年度までの間で 175人、7.2％

増加し、30歳以上 50 歳未満の割合はほぼ横ばいで推移している一方、30歳未満

の割合は次第に減少している傾向があらわれており、50歳以上の割合はここ数年

で増加傾向がみられます。 

今後、定年延長により、50歳以上の割合はさらに増加する見込みです。 
                     

出典：三重県「消防防災年報（令和４年度版）」より作成 

                              

※端数処理（四捨五入）の関係上、合計が一致しない場合があります。 

出典：三重県「消防防災年報（令和４年度版）」より作成 

 

3.2.3 消防力の状況 
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（２）消防力の充足状況 

令和４年４月１日現在、消防ポンプ自動車及び救急自動車は、すべての消防

本部が保有しており、「消防力の整備指針」（平成 12年消防庁告示第１号）の基

準に対する充足率はおおむね 100％であり、全体的に充実した状況にあります。 

特殊自動車については、はしご自動車は、14消防本部が配置を要することと

されていますが、そのうち 11 消防本部で充足率が 100％である一方、３消防本

部は未配置となっており、実際に必要となった場合には他の消防本部からの応

援に頼らざるを得ない状況となっています。 

化学消防車は、15 消防本部が配置を要するとされており、そのうち 12消防本

部の充足率が 100％となっていますが、残る３消防本部が未配置又は配置してい

るものの、基準を満たしていません。 

救助工作車は、13 消防本部が配置を必要とされ、基準に対する充足率 100％

を達成しています。 

消火栓や防火水槽などの消防水利については、消防本部により充足率にかな

りのばらつきが見られます。90％以上保有する消防本部が３消防本部、80％以

上～90％未満が３消防本部ある一方で、40％程度が１消防本部となっていま

す。 

消防力の整備は年々推進されているものの、今後ますます複雑・多様化する

ことが予想される事故や災害に対処し、消防の責務を果たすためには、なお一

層消防力の整備を推進することが必要です。現下の厳しい財政状況のもとにあ

っては、従来にも増して効率的な消防施設の整備・充実を進めていくことが望

まれています。 

一方で、消防施設整備に対する国庫補助金については、一般財源化により耐

震性貯水槽等の消防防災施設整備費補助金及び緊急消防援助隊設備整備費補助

金に限定されていることから、例えば消防ポンプ自動車や救急自動車等の消防

車両については、緊急消防援助隊用の災害対応特殊車両に限り補助対象となっ

ています。 

このため、はしご自動車や化学消防車などの出動頻度の高くない車両につい

ては、一定の圏域内で共同整備することで、財政面の効率化や複雑・多様化す

る災害への対応能力の向上が期待できます。また、消防水利の充足率は、消防

本部間でばらつきがあることから、引き続き広域的な相互応援により、消防力

の相互補完に取り組んでいく必要があります。 

なお、消防職員数の充足率（82.3％）については、100％に満たない状況で

すが、各消防本部において増員に努めていただいていることから、年々増加し

ており、また、全国との比較においては、全国平均（77.4％）を上回っていま

す。 
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  消防力の基準充足率の状況（令和４年４月 1日現在） 

 

出典：三重県「消防防災年報（令和４年度版）)」より作成 

 

（３）財政状況 

令和４年度の市町の消防本部における消防費の一般会計予算に占める割合の

県平均は 3.6％となっています。令和４年度の全国平均が 2.8％であることをふ

まえると、県内の消防本部における消防費が一般会計予算に占める割合は、やや

高い状況にあります。なお、県民一人あたりの消防費の県内平均は、19,784円と

なっており、一般的に小規模な消防本部ほど割高となる傾向があります。 

 

          令和４年度消防費決算額の状況 

※端数処理（四捨五入）の関係上、合計が一致しない場合があります。 

出典：三重県「令和４年度消防防災・震災対策現況調査」、「三重南消防連携・協力実施計画」 

及び総務省「住民基本台帳（2022年）」より作成 

基準 現有 充足率 基準 現有 充足率 基準 現有 充足率 基準 現有 充足率 基準 現有 充足率 基準 現有 充足率 基準 現有 充足率

桑名市消防本部名 15 15 100 2 2 100 3 3 100 9 9 100 2 2 100 4195 3232 77 342 258 75.4

四日市市消防本部 14 14 100 3 3 100 3 3 100 11 11 100 3 3 100 3628 3339 92 406 376 92.6

菰野町消防本部 2 2 100 1 1 100 1 1 100 3 3 100 1 1 100 798 758 95 84 57 67.9

鈴鹿市消防本部 10 10 100 2 2 100 1 1 100 8 8 100 1 1 100 2124 1653 77.8 333 229 68.8

亀山市消防本部 4 4 100 1 1 100 1 1 100 3 3 100 1 1 100 943 643 68.2 132 81 61.4

津市消防本部 17 17 100 2 2 100 1 2 200 14 14 100 2 2 100 5443 4763 87.5 428 366 85.5

伊賀市消防本部 10 10 100 1 1 100 1 0 0 8 8 100 1 1 100 2330 1493 64.1 179 177 98.9

名張市消防本部 5 6 120 1 1 100 1 1 100 4 4 100 1 1 100 1214 1025 84.4 163 117 71.8

伊勢市消防本部 8 8 100 1 1 100 1 1 100 8 8 100 1 1 100 2216 1378 62.2 244 206 84.4

鳥羽市消防本部 2 2 100 1 1 100 1 1 100 2 2 100 0 0 - 486 447 92 67 48 71.6

志摩市消防本部 6 6 100 1 0 0 1 1 100 6 6 100 1 1 100 997 650 65.2 164 147 89.6

松阪地区広域消防組合消防本部 13 13 100 1 1 100 2 1 50 14 13 92.9 2 2 100 2630 2184 83 315 294 93.3

紀勢地区広域消防組合消防本部 6 6 100 0 0 - 1 1 100 4 4 100 1 1 100 1013 668 65.9 98 88 89.8

三重紀北消防組合消防本部 8 8 100 1 0 0 2 1 50 7 7 100 1 1 100 986 851 86.3 143 106 74.1

熊野市消防本部 6 6 100 1 0 0 1 1 100 5 5 100 0 0 - 1252 518 41.4 98 80 81.6

計 126 127 100.8% 19 16 84.2% 21 19 90.5% 106 105 99.1% 18 18 100.0% 30255 23602 78.0% 3196 2630 82.3%

消防職員
消防本部名

消防ポンプ自動車 はしご自動車 化学消防車 救急消防車 救助工作車 消防水利

一般会計

決算額
消防費 管轄人口

管轄人口一人

あたり消防費

  （百万円） （百万円） （人） （円）

桑名市消防本部 97,836 3,359 3.4% 217,025 15,477

四日市市消防本部 151,991 5,372 3.5% 336,373 15,970

菰野町消防本部 14,106 635 4.5% 41,476 15,310

鈴鹿市消防本部 72,262 3,098 4.3% 197,512 15,685

亀山市消防本部 23,991 916 3.8% 49,438 18,528

津市消防本部 116,866 3,941 3.4% 274,065 14,380

伊賀市消防本部 45,446 1,750 3.9% 88,325 19,813

名張市消防本部 31,848 1,167 3.7% 76,909 15,174

伊勢市消防本部 70,138 2,350 3.4% 146,352 16,057

鳥羽市消防本部 12,966 538 4.1% 17,648 30,485

志摩市消防本部 33,864 1,334 3.9% 54,114 24,652

松阪広域消防組合消防本部 96,032 2,518 2.6% 197,787 12,731

紀勢地区広域消防組合消防本部 20,280 812 4.0% 21,380 37,979

三重紀北消防組合消防本部 22,366 605 2.7% 31,624 19,131

熊野市消防本部 25,688 887 3.5% 34,934 25,391

計 835,680 29,282 3.6% 1,784,962 19,784

一般会計予算

に占める消防費

の割合

消防本部名
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出典：三重県「令和４年度消防防災・震災対策現況調査」、「三重南消防連携・協力実施計画」 

及び総務省「住民基本台帳（2022年）」より作成より作成 

 

消防費のうち、人件費がその 5 割ほどと、依然として多くを占めているうえ、

増加傾向を示しています。 

また、消防車両等の導入に要する経費である機械購入費については、消防本部

の規模によっては高額な消防車両等の導入が容易ではないことから、消防車両等

の共同運用により、購入費・維持管理費を抑制できると考えられます。 

人口減少や少子高齢化が進展する中で、小規模消防本部における一人あたりの

消防費が高くなる傾向にあります。財政事情は年々厳しくなり、消防行政におい

ても厳しい財政運営が強いられています。 
 

出典：三重県「消防防災年報（令和４年度版）)」より作成 
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消防本部別消防費決算額の比較（平成 19年度、平成 28 年度） 

 
※ 退職金に関する経費を除いたもの 

 出典：平成 21年、平成 29年度消防防災・震災対策現況調査 

 

 

 

県内消防の現況を見ると、消防吏員数は平成 25 年度から令和５年度までの間で

7.2％増加しているものの、特殊自動車や消防水利などは一部で不十分な状況が見

受けられ、一方で救急出動件数は 18.3％増加しています。また、小規模な消防本部

は体制強化が課題となっています。 

消防体制の現況をふまえると、行財政上の様々なメリットを実現することができ

る消防の広域化及び連携・協力は有効な一つの手段であり、引き続き、広域化や広

域化につなげるための連携・協力の取組を進めていく必要があります。  

機械購入費

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （％） （％）

H19 2,998,472 1,849,098 263,216 4,828 95,827 175,217 0 61.7 5.8
H28 2,506,232 2,138,369 215,967 5,043 70,471 9,557 0 85.3 0.4

差し引き -492,240 289,271 -47,249 215 -25,356 -165,660 0 23.7 -5.5
H19 4,043,943 2,454,974 408,976 40,710 103,619 597,056 0 60.7 14.8
H28 4,584,732 3,054,526 422,593 29,930 156,990 89,183 0 66.6 1.9

差し引き 540,789 599,552 13,617 -10,780 53,371 -507,873 0 5.9 -12.8
H19 569,006 330,178 74,422 4,637 52,990 78,826 0 58.0 13.9
H28 552,459 404,597 80,555 3,498 38,106 0 0 73.2 0.0

差し引き -16,547 74,419 6,133 -1,139 -14,884 -78,826 0 15.2 -13.9
H19 2,129,217 1,552,025 207,546 9,533 87,006 112,135 0 72.9 5.3
H28 2,487,229 1,914,913 186,966 11,027 93,959 153,544 0 77.0 6.2

差し引き 358,012 362,888 -20,580 1,494 6,953 41,409 0 4.1 0.9
H19 957,352 696,392 122,406 9,416 56,761 31,815 0 72.7 3.3
H28 1,019,181 768,221 101,857 7,265 111,678 15,800 0 75.4 1.6

差し引き 61,829 71,829 -20,549 -2,151 54,917 -16,015 0 2.6 -1.8
H19 3,699,843 2,844,925 605,365 15,412 70,329 49,655 0 76.9 1.3
H28 3,899,825 2,789,172 534,719 17,396 120,510 295,333 0 71.5 7.6

差し引き 199,982 -55,753 -70,646 1,984 50,181 245,678 0 -5.4 6.2
H19 1,572,692 1,300,345 117,903 2,150 45,112 1,228 5,069 82.7 0.1
H28 2,285,517 1,346,110 113,601 2,059 52,584 6,994 0 58.9 0.3

差し引き 712,825 45,765 -4,302 -91 7,472 5,766 -5,069 -23.8 0.2
H19 925,770 776,920 69,606 2,180 36,197 13,155 0 83.9 1.4
H28 1,275,019 913,163 79,200 253 51,067 222,142 0 71.6 17.4

差し引き 349,249 136,243 9,594 -1,927 14,870 208,987 0 -12.3 16.0
H19 1,804,287 1,470,487 161,955 815 63,290 3,150 0 81.5 0.2
H28 2,853,361 1,805,561 312,235 2,376 93,223 19,764 0 63.3 0.7

差し引き 1,049,074 335,074 150,280 1,561 29,933 16,614 0 -18.2 0.5
H19 354,826 281,086 33,099 997 22,614 9,832 0 79.2 2.8
H28 533,554 352,659 86,233 460 30,100 35,045 0 66.1 6.6

差し引き 178,728 71,573 53,134 -537 7,486 25,213 0 -13.1 3.8
H19 895,318 818,556 32,700 4,890 7,310 27,994 0 91.4 3.1
H28 1,033,561 742,201 192,177 5,958 9,117 80,220 0 71.8 7.8

差し引き 138,243 -76,355 159,477 1,068 1,807 52,226 0 -19.6 4.6
H19 2,333,658 2,119,724 182,274 2,252 0 29,408 0 90.8 1.3
H28 2,300,244 1,934,062 267,132 3,823 20,889 74,338 0 84.1 3.2

差し引き -33,414 -185,662 84,858 1,571 20,889 44,930 0 -6.8 2.0
H19 544,495 492,073 41,555 6,147 4,720 0 0 90.4 0.0
H28 666,088 592,348 36,475 0 5,809 31,456 0 88.9 4.7

差し引き 121,593 100,275 -5,080 -6,147 1,089 31,456 0 -1.4 4.7
H19 1,040,673 963,888 54,341 821 9,229 12,394 0 92.6 1.2
H28 877,551 499,846 31,442 4,638 655 36,534 0 57.0 4.2

差し引き -163,122 -464,042 -22,899 3,817 -8,574 24,140 0 -35.7 3.0
H19 710,678 585,458 72,107 2,455 28,686 21,972 0 82.4 3.1
H28 794,808 661,691 81,084 757 38,401 11,561 0 83.3 1.5

差し引き 84,130 76,233 8,977 -1,698 9,715 -10,411 0 0.9 -1.6
H19 24,580,230 18,536,129 2,447,471 107,243 683,690 1,163,837 5,069 75.4 4.7
H28 27,669,361 19,917,439 2,742,236 94,483 893,559 1,081,471 0 72.0 3.9

差し引き 3,089,131 1,381,310 294,765 -12,760 209,869 -82,366 -5,069 -3.4 -0.8

紀勢地区広域消防組合

三重紀北消防組合

熊野市消防本部

計

伊賀市消防本部

名張市消防本部

伊勢市消防本部

鳥羽市消防本部

志摩広域消防組合

松阪地区広域消防組合

桑名市消防本部

四日市市消防本部

菰野町消防本部

鈴鹿市消防本部

亀山市消防本部

津市消防本部

消防本部名
消防費 人件費 物件費

維持
補修費

事業費 その他
人件費
比率

機械
購入費
比率

3.3 広域化及び連携・協力の取組の継続の必要性 

只今最新のデータに更新しております 
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本県においては、平成 20年３月に策定した「三重県消防広域化推進計画」（以下

「旧推進計画」という。）では、広域化の形として、最もスケールメリットが働く県

域を一つの組合せとした県域消防本部が効果的であるとしながらも、県内全ての市

町の合意を得ることに多くの時間を要し、広域化の期限（平成 24 年度末）内に実

現することは困難であると予想されるため、将来目標を県域消防本部としつつ、段

階的な広域化を推進していくこととしました。 

具体的には、第一段階は当面の目標として、管轄人口 10 万人未満の小規模消防

本部の解消等を考慮しつつ、より実現可能で一定の効果を得ることができる組合せ

として８ブロックに、第二段階は、基本指針に示された管轄人口 30 万人の規模目

標に合わせて４ブロック、そして最終目標として、県域消防本部とするものです。 

また、その後、消防庁の基本指針の改正を受け、旧推進計画を見直し、平成 26年

３月に策定した「三重県消防広域化推進計画（改訂版）」（以下「旧推進計画（改訂

版）」という。）では、単に管轄人口規模等を問題にするだけではなく、地域の特性

や実情、広域化の必要性の認識や期待感などを十分にふまえ、進めていくこととし

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4章 消防力の向上に向けた取組 

4.1 これまでの三重県消防広域化に向けた方針 
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 各地域の取組状況は様々であり、広域化及び連携・協力に関しての具体的な取組の

状況については以下のとおりです。 

 

１ 広域化の取組状況 

  各地域において引き続き検討が進められています。 

 

２ 連携・協力の取組状況 

  以下のとおり、全ての市町において連携・協力の取組がみられ、大きく前進して

います。 

 

（１）高機能消防指令センターの共同運用 

ア 三重北消防指令センター（運用中） 

構成消防本部：四日市市消防本部・桑名市消防本部・菰野町消防本部  

運用開始時期：平成 28年４月１日  

（経緯） 

平成 28 年４月１日から、桑名市消防本部と四日市市消防本部の２消防本

部に菰野町消防本部を加えた３消防本部による「三重北消防指令センター」

が、四日市市中消防署中央分署内に設けられ、通信指令業務の共同運用が開

始されています。 

（効果） 

災害発生場所を特定する「位置情報通知システム」や、災害発生場所に最

も近くにいる消防車や救急車を出動させる「車両動態管理システム」などの

機能を備えており、通報から出動までの時間短縮を図っています。 

 また、３消防本部の通信指令部門を一カ所で運用することにより、災害情

報の一元化が図られるため、大規模災害や広域的な災害、あるいは特異な災

害等が発生した場合、早期に相互応援を行うことが可能となります。 

 

イ 伊賀地域消防指令センター（運用中） 

構成消防本部：伊賀市消防本部・名張市消防本部  

運用開始時期：令和６年４月１日  

（経緯） 

「伊賀地域消防指令センター」が伊賀市消防本部庁舎内に開設され、令和

６年４月１日より、通信指令業務の共同運用が開始しています。また、伊賀

市消防本部と名張市消防本部は令和４年４月１日より、予防及び警防・救急

分野における連携・協力を行っています。 

   （効果） 

更新された高機能消防指令台は、災害発生場所を特定する「位置情報通知

4.2 三重県における広域化及び連携・協力の取組状況 
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システム」や災害発生場所の最も近くにいる消防車両を出動させる「車両動

態管理システム」などの機能が強化されています。 

また、消防本部の共同運用により災害情報の一元化が図られ、大規模災害

や広域的な災害、特異な災害等が発生した場合には、早期に相互応援を行う

ことが可能となっています。 

ウ 三重中央消防指令センター（予定）  

構成消防本部：津市消防本部・鈴鹿市消防本部・亀山市消防本部  

運用開始時期：令和８年４月１日  

（経緯） 

津市消防本部、鈴鹿市消防本部及び亀山市消防本部は、平成 31年２月 に

「津・鈴鹿・亀山消防連携・協力勉強会」を立ち上げ、通信指令業務等の共

同運用に関する検討に取り組んだ結果、令和３年４月に「津・鈴鹿・亀山消

防連携・協力検討会」へ改組するとともに、令和４年 10 月 28 日付けで３市

長により「津市、鈴鹿市及び亀山市消防通信指令事務協議会の設置に関する

協議書」が締結されたことから、法定協議会が設置されました。 

今後、令和７年度にかけて整備工事が行われ、令和８年４月１日より「三

重中央消防指令センター」として運用開始予定とされています。 
   （効果） 

管轄区域境界付近での消防の広域的な応援・受援の対応や通信指令関係職

員の効率的な運用、高機能消防指令センターの整備費用の低廉化が可能とな

ります。 

 

エ 三重南消防指令センター（予定）  

構成消防本部：伊勢市消防本部・鳥羽市消防本部・熊野市消防本部 

志摩市消防本部・三重紀北消防組合消防本部 

松阪地区広域消防組合消防本部 

紀勢地区広域消防組合消防本部  

運用開始時期：令和 10年４月１日 

（経緯） 

令和４年４月に松阪広域、紀勢広域、三重紀北及び熊野市の４消防本部

による「松阪・紀勢・東紀州消防連携・協力勉強会」、同年６月に伊勢市、

鳥羽市及び志摩市の３消防本部による「三地域消防連携・協力勉強会」が

それぞれ発足し、通信指令業務の共同運用の検討を開始しました。県は両

勉強会にオブザーバーとして参加していましたが、両勉強会で検討する共

同運用の開始時期が同じ時期（令和 10 年頃）であったため、県から、両勉

強会を統一し、７消防本部での勉強会設置を働きかけたところ、令和５年

２月に、「松阪・紀勢・東紀州及び三地域消防連携・協力勉強会」として、

７消防本部消防長の合意が得られました。この勉強会では主に、令和 10 年

頃の消防指令センターの共同運用に向けた検討が進められることとなりま
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した。 

そして、令和６年３月には「三重南消防連携・協力実施計画」が県に報

告され、令和６年８月８日に法定協議会を設置、今後は「三重南消防指令

センター」の令和 10 年４月の通信指令業務の共同運用に向けて、整備工事

などの準備が進められています。 
    （効果） 

管轄区域境界付近での消防の広域的な応援・受援の対応や通信指令関係

職員の効率的な運用、高機能消防指令センターの整備費用の低廉化が可能

となります 

 

（２）はしご自動車の共同整備・共同運用（運用中） 
構成消防本部：鈴鹿消防本部・亀山市消防本部 

     運用開始時期：令和３年２月３日 

   （経緯） 

平成 30 年 5 月に両市の消防職員で構成する「はしご車共同整備検討委員

会」を設置し、諸課題の調査・検討が進められた結果、両市はそれぞれの議

会に連携協約の協定締結に関する提案を行い、鈴鹿市は令和元年９月 26日

に、亀山市は令和元年９月 27 日に議決を得たことから、10 月 17 日に両市

による連携協約が締結したほか、令和２年９月には共同運用に係る協定を

締結しました。 

そして、令和２年度中に、はしご自動車（35ｍ級）の整備が進められ、令

和３年２月３日から運用が開始されました。 

    （効果） 

     出動頻度に対して整備費用が高額であるはしご自動車を両市で共同整

備・共同運用することにより、財源の効率的な配分を図り、もって両市圏域

内の消防力の充実・強化を図ることができます。 
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県内の連携・協力の取組状況（令和６年４月１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

はしご自動車の共同運用 

（R3.2運用開始） 

●鈴鹿市消防本部 

●亀山市消防本部 

三重北消防指令センター 

(H19桑名市・四日市市で運用開始、

H28菰野町参加) 

●桑名市消防本部（桑名市・いなべ

市、木曽岬町、東員町） 

●四日市市消防本部（四日市市、朝

日町、川越町） 

●菰野町消防本部（菰野町） 

伊賀地域消防指令センター 

(R6.4運用開始) 

●伊賀市消防本部（伊賀市） 

●名張市消防本部（名張市） 

三重中央消防指令センター

（仮称） 

(R8.4運用開始予定) 

●鈴鹿市消防本部（鈴鹿市） 

●亀山市消防本部（亀山市） 

●津市消防本部（津市） 
三重南消防指令センター（仮称）(R10.4運用開始予定) 

●松阪地区広域消防組合（松阪市、多気町、明和町） 

●紀勢地区広域消防組合（大台町、大紀町、南伊勢町

（旧南島町）） 

●伊勢市消防本部（伊勢市、玉城町、度会町） 

●鳥羽市消防本部（鳥羽市） 

●志摩市消防本部（志摩市、南伊勢町（旧南勢町）） 

●三重紀北消防組合（尾鷲市、紀北町） 

●熊野市消防本部（熊野市、御浜町、紀宝町） 
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全国で広域化を実現した地域の多くは、それ以前に連携・協力を実施しているケ

ースが多いことからも分かるように、多様かつ複数の連携・協力の取組が今後も進

展することで、広域化を実現していくための下地が作られることとなり、消防力の

確保・充実の方策としてより有効である消防の広域化に繋げることができます。 

  本県におきましては、広域化の実現には至っていないものの、高機能消防指令セ

ンターの共同運用などにおいては全ての市町による連携・協力の取組がみられ、大

きく前進しています。 

このことから、県内におけるこれまでの経緯を踏まえ、全ての市町において消防

の広域化の実現の可能性等について検討すべきとし、県内の全ての市町を広域化対

象市町及び連携・協力対象市町とします。 

まず、広域化対象市町の組合せについては、地域の特性や実情、人員配置の効率

化及び現場体制の充実を考慮した広域化の必要性の認識や、消防体制の基盤強化に

繋がる期待感などを十分にふまえ推進していく必要があることから、既存の組合せ

を継続し、今後も推進してまいります。 

一方で、連携・協力対象市町の組合わせについてですが、連携・協力の類型のな

かでも、高機能消防指令センターの共同運用は最も効果があるとされており、県内

においても著しい進展がみられていることから、実現又は検討されている各地域の

高機能消防指令センターの共同運用の現況に基づき、県域指令センターを見据えて、

連携・協力の組み合わせを以下のとおり設定します。 

また、市町の自主的かつ多様な取組を尊重する必要があることから、県は組み合

わせに関する各地域からの求めに応じ、関係市町間の必要な調整や助言などを行い、

地域の実情に照らした組み合わせや、機運が高まった地域による組み合わせなどに

より、設定された組み合わせを超えて取り組む場合についても、柔軟で適切な支援

を行っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 広域化対象市町の組み合わせ及び連携・協力対象市町の組み合わせ 
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   消防庁は、消防本部の規模が大きいほど災害対応能力が強化されることから、組

織管理、財政運営等の観点からも管轄人口 30 万以上の規模を一つの目標としなが

らも、地域の事情を十分に考慮し、規模目標にこだわることなく、着実に小規模消

防本部の広域化を推進していく必要があるとしています。 

   また、人口減少社会においても大規模地震、豪雨災害、テロ災害や市街地におけ

る大規模な火災等の複雑・多様化する災害に適切に対応していくためには、人的・

財政的な資源を有効活用し、将来にわたって持続可能な消防体制を整備・確立して

いくうえで、消防の広域化が消防力の維持・強化には有効な手段の一つであること

から、原則として、現行の広域化対象市町の組合せを踏襲しつつ、連携・協力など

の取組を、広域化へ向けたステップとして、中長期的な広域化も展望しながら取組

を進めていかなければなりません。 

 

  

4.4 今後の消防の広域化及び連携・協力の推進について 

4.4.1 消防の広域化の推進について 
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推進計画に基づき、市町や消防本部と連携して取組を推進した結果、令和 10年 

までに県内消防通信指令センターが４つに集約されることとなりました。この集約 

化を確実に進めていくことで、広域化の実現に向けた下地が整備されることになり 

ます。 

また、消防指令センターで使用する通信指令台の使用期間は、概ね 5～10 年程度

が目安とされていることから、いずれは県内各地の通信指令台の集中更新期を迎え

ます。次期消防指令センター更新時において、県域共同指令台の運用を検討するの

であれば、県域消防本部に関する検討も視野に入れておく必要があると考えられま

す。 

 

4.4.2 消防の連携・協力の推進について 

県内消防共同指令センター更新予定一覧 ※数字は整備後の経過年数

消防本部名
共同指令

センター名

現有機器

整備年度

R6

(2024)

R7

(2025)

R8

(2026)

R9

(2027)

R10

(2028)

R11

(2029)

R12

(2030)

R13

(2031)

R14

(2032)

R15

(2033)

R16

(2034)

R17

(2035)
~

将来

目標

桑名市

四日市市

菰野町

鈴鹿市
H27

(2015)
10 11

亀山市
H25

(2013)
12 13

津市
H27

(2015)
10 11

伊賀市

名張市

伊勢市
H27

(2015)
9 10 11

次期

更新

鳥羽市
R2

(2020)
4 5 6 7

志摩市
H27

(2015)
9 10 11

次期

更新

松阪地区広域

消防組合

R１

(2019)
5 6 7 8

紀勢地区広域

消防組合

H26

(2014)
10 11 12 13

三重紀北

消防組合

H26

(2014)
10 11 12 13

熊野市
H26

(2014)
10 11 12 13

10

10

12

8

～

～

～

～

8

8

10

6

9

9

11

72

2 3 6

7 8

3 4

2 3 4

4

5

5

県

域

指

令

セ

ン

タ

ー

6

運用

開始

予定

運用

開始

運用

開始

予定

9 10

2 3 4 5 6

7

7

9

5

三重北

三重中央

(予定)

伊賀地域

三重南

(予定)

次期

更新

H28

(2016)

R6

(2024)
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  消防庁では、消防庁長官を本部長とする「消防広域化推進本部」を設置して消防

の広域化及び連携・協力を推進しているところであり、消防広域化推進アドバイザ

ーの派遣等を行っています。また、市町村の消防の広域化及び連携・協力に伴って

必要となる経費に対してソフト・ハード両面からの総合的な支援措置を講じていま

す。 

  消防の広域化及び連携・協力に対する国の財政支援措置は、下表のとおりです。 
 

消防の広域化に対する国の財政支援措置（令和６年度） 

項目 財政支援措置 

消防広域化 

推進経費 

次の経費について都道府県に普通交付税を講じる。 

➀広域化消防運営計画の作成等に関する情報提供に必要な経費 

②助言等及び消防広域化重点地域の指定に必要な経費 

③協議会への参加等に必要な経費 

広域化対象 

市町村に 

対する支援に要

する経費 

次の経費について都道府県に特別交付税を講じる。 

➀広域化対象市町村に対する補助金 

 ②交付金等の交付に要する経費 

※都道府県の推進計画に定める市町村の組合せに基づくものであって、令和 11

年４月 1 日までに行われたものに限る。 

消防広域化 

準備経費 

次の経費について市町村に特別交付税措置を講じる。 

➀広域消防運営計画策定経費 

②広域化協議会負担金 

③協議会委員報酬 

④広報誌作成費 等 

※都道府県の推進計画に定める市町村の組合せに基づくものであって、令和 11

年４月 1 日までに行われたものに限る。 

消防広域化 

臨時経費 

次の経費について市町村に特別交付税措置を講じる。 

 ①消防本部の統合、署所の再配置に伴う通信施設・設備等の整備に要する経費 

 ②消防本部の名称・場所の変更等に伴い必要となる経費 

 ③業務の統一に必要となるシステム変更、規程の整備等に要する経費 等 

※都道府県の推進計画に定める市町村の組合せに基づくものであって、令和

11 年４月 1日までに行われたものに限る。 

防災対策事業債

及び緊急防災・

減災事業債 

次の経費について市町村に地方債を講じる。 

➀消防署所等（消防署、出張所及び消防指令センターをいう。）の増改築(広域

化後 10 年度以内に完了するもの。) 

 ②統合される消防本部を消防署所等として有効活用するために必要となる増

改築（広域化後 10年度以内に完了するもの。） 

③消防本部の統合による効率化等により、機能強化を図る消防用車両等の整備

（広域化５年後以内に完了するもの） 

第 5章 消防の広域化及び連携・協力のために必要な措置 

5.1 広域化及び連携・協力推進のための措置事項 

5.1.1 国の支援措置 
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消防の連携・協力に対する国の財政支援措置（令和６年度） 

・防災対策事業債 充当率 90％（交付税参入率 元利償還金の 50％） 

・緊急防災・減災事業債 充当率 100％（交付税参入率 元利償還金の 70％） 

※消防広域化重点地域に指定された市町村に限る。 

※広域化後 10 年度以内に完了する事業（一部 5 年度以内）が対象であるが、

緊急防災・減災事業債の事業年度は令和 7 年度までである。 

一般事業債・ 

一般補助施設 

整備等事業債 

消防本部庁舎の整備について市町村に地方債を講じる。 

 ・一般事業債 充当率 90％（交付税措置なし） 

補助金優先配分 

消防防災施設整備費補助金及び緊急消防援助隊設備整備費補助金を活用する際、

その交付の決定に当たって市町村に特別の配慮を行う。 

 ・消防防災施設整備費補助金 補助率１/３ 

 ・緊急消防援助隊設備整備費補助金 補助率１/２ 

項目 財政支援措置 

広域化対象 

市町村に 

対する支援に 

要する経費 

次の経費について都道府県に特別交付税を講じる。 

➀消防の連携・協力に取り組む市町村に対する補助金 

 ②交付金等の交付に要する経費 

※都道府県の推進計画に定める市町村の組合せに基づくものであって、令和

11 年４月 1日までに行われたものに限る。 

消防広域化 

準備経費 

次の経費について市町村に特別交付税措置を講じる。 

➀消防指令センターの共同運用に参画するために、当該消防本部の現行システ

ムの更新時期を延長して運用する場合に生じた、通常の保守経費を上回る割

増経費（やむを得ない場合の機器更新費用を含む） 

②連携・協力実施計画策定経費、協議会負担金 等 

※都道府県の推進計画に定める市町村の組合せに基づくものであって、令和

11 年４月 1日までに行われたものに限る。 

消防広域化 

臨時経費 

共同部隊の設置に必要な装備費等について市町村に特別交付税を講じる。 

※都道府県の推進計画に定める市町村の組合せに基づくものであって、令和

11 年 4 月 11 日までに行われたものに限る。 

防災対策事業債 

次の経費について市町村に地方債を講じる。 

①高機能消防指令センターの新築及び増改築（連携・協力実施計画に位置付け

てから 10 年度以内に完了するもの。） 

※消防指令システム及び機器、指令センター建物及び用地（本部庁舎、消防署

所等と同じ建物である場合、指令センター部分を按分）、消防救急デジタル

無線の整備を含む。 

②消防用車両等の整備（連携・協力実施計画に位置付けてから５年度以内に完

了するもの） 

③訓練施設の整備（連携・協力実施計画に位置付けてから 10 年度以内に完了

するもの） 

 ・防災対策事業債 充当率 90％（交付税参入率 元利償還金の 50％） 



40 
 

出典：総務省消防庁「消防の広域化及び連携・協力の推進にかかる財政措置（令和６年度）」より作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※連携・協力実施計画に位置付けてから 10 年度以内に完了する事業（一部 5

年度以内）が対象であるが、緊急防災・減災事業債の事業年度は令和 7 年度

までである。 

緊急防災・ 

減災事業債 

次の経費について市町村に地方債を講じる。 

①高機能消防指令センターの新築及び増改築（連携・協力実施計画に位置付け

てから 10 年度以内に完了するもの。） 

※消防指令システム及び機器、指令センター建物及び用地（本部庁舎、消防署

所等と同じ建物である場合、指令センター部分を按分）、消防救急デジタル

無線の整備を含む。 

②消防用車両等の整備（連携・協力実施計画に位置付けてから 5年度以内に完

了するもの） 

 ※具体的には、はしご自動車、化学消防車、大型化学消防車等、消防艇、特殊

車両等 

 ③訓練施設の整備（連携・協力実施計画に位置付けてから 10 年度以内に完了

するもの。） 

 ・緊急防災・減災事業債 充当率 100％（交付税参入率 元利償還金の 70％） 

 ※連携・協力実施計画に位置付けてから 10 年度以内に完了する事業（一部 5

年度以内）が対象であるが、緊急防災・減災事業債の事業年度は令和 7 年度

までである。 

補助金優先配分 

消防防災施設整備費補助金及び緊急消防援助隊設備整備費補助金を活用する際、

その交付の決定に当たって市町村に特別の配慮を行う。 

 ・消防防災施設整備費補助金 補助率１/３ 

 ・緊急消防援助隊設備整備費補助金 補助率１/２ 
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 １ 先進事例等の情報提供や課題に対する解決策等の助言 

   県は、市町や消防本部に対して、広域化及び連携・協力のメリットや広域化及

び連携・協力をより円滑に行うための情報提供、それぞれの消防本部が抱える課

題の解決に役立つ先進事例等、きめ細かな情報提供を行います。 

 

 ２ 関係市町間における機運の醸成および協議の積極的な仲介、調整等 

   県は、広域化の気運の醸成を図るとともに、各地域における検討会等へのオブ

ザーバー参加や、消防庁の基本指針に新たに示された「中心消防本部」について、

現在取り組まれている共同指令の連携・協力の枠組みをふまえたうえで、各市町

及び消防本部と協議を重ね、設定が必要となった場合は、速やかに推進計画に反

映すること等、積極的に支援します。 

また、市町や消防本部からの求めに応じて関係市町や消防本部間の消防の広域

化及び連携・協力に関する幅広い仲介・連絡調整等の必要な調整を行います。 

 

 ３ 連携・協力のさらなる推進 

消防庁が明示した、連携・協力の７つの類型のうち、本県では、「①指令の共同

運用」及び「②消防用車両、資機材等の共同整備」が大きく前進しています。な

お、その他の類型についても、具体的な取り組みについては、引き続き各地域の

動向を注視し、必要な支援を行うこと等、柔軟に対応していきます。 

 

【７つの類型】 

①指令の共同運用 ②消防用車両等の共同整備  

③高度・専門的な違反処理や特殊な予防業務  

④特殊な救助等専門部隊（水難救助隊、山岳救助隊、NBC災害対応隊等）の共同設置  

⑤専門的な人材育成の推進 ⑥訓練の定期的な共同実施 ⑦現場活動要領の統一 

 

４ 消防体制強化の支援 

県は、指令の共同運用をはじめとした連携・協力の取組や、広域化への体制を

構築中の地域に対して財政支援などを通じたバックアップを行うとともに、消防

の広域化及び連携・協力を見据えた緊急防災・減災事業債をはじめとする財政支

援の拡充を、引き続き国に働きかけていきます。 

 

 

 

 

 

 

5.1.2 県の支援措置 



 
 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 三重県消防広域化及び連携・協力に 
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資－1 

 

○
消
防
庁
告
示
第
三
十
三
号 

消
防
組
織
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
三
十
二

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
に
関
す
る
基

本
指
針
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

平
成
十
八
年
七
月
十
二
日 

 

消
防
庁
長
官 

 

板
倉 

敏
和 

 

市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
に
関
す
る
基
本
指
針 

 

一 

自
主
的
な
市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
の
推
進
に
関
す
る

基
本
的
な
事
項 

 

１ 

市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
の
必
要
性 

消
防
は
、
災
害
や
事
故
の
多
様
化
及
び
大
規
模
化
、
都
市
構
造

の
複
雑
化
、
住
民
ニ
ー
ズ
の
多
様
化
等
の
消
防
を
取
り
巻
く
環
境

の
変
化
に
的
確
に
対
応
し
、
今
後
と
も
住
民
の
生
命
、
身
体
及
び

財
産
を
守
る
責
務
を
全
う
す
る
必
要
が
あ
る
。 

し
か
し
な
が
ら
、
小
規
模
な
消
防
本
部
に
お
い
て
は
、
出
動
体

制
、
保
有
す
る
消
防
用
車
両
、
専
門
要
員
の
確
保
等
に
限
界
が
あ

る
こ
と
や
、
組
織
管
理
や
財
政
運
営
面
で
の
厳
し
さ
が
指
摘
さ
れ

る
こ
と
が
あ
る
な
ど
、
消
防
の
体
制
と
し
て
は
必
ず
し
も
十
分
で

な
い
場
合
が
あ
る
。 

こ
れ
を
克
服
す
る
た
め
に
は
、
市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
に
よ

り
、
行
財
政
上
の
様
々
な
ス
ケ
ー
ル
メ
リ
ッ
ト
を
実
現
す
る
こ
と

が
極
め
て
有
効
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
広
域
化
に
よ
っ
て
、 

① 

災
害
発
生
時
に
お
け
る
初
動
体
制
の
強
化 

② 

統
一
的
な
指
揮
の
下
で
の
効
果
的
な
部
隊
運
用 

③ 

本
部
機
能
統
合
等
の
効
率
化
に
よ
る
現
場
活
動
要
員
の
増

強 

④ 

救
急
業
務
や
予
防
業
務
の
高
度
化
及
び
専
門
化 

⑤ 

財
政
規
模
の
拡
大
に
伴
う
高
度
な
資
機
材
の
計
画
的
な
整

備 

⑥ 

消
防
署
所
の
配
置
や
管
轄
区
域
の
適
正
化
に
よ
る
現
場
到

着
時
間
の
短
縮 

等
、
消
防
力
の
強
化
に
よ
る
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
や
消
防
に
関

す
る
行
財
政
運
営
の
効
率
化
と
基
盤
の
強
化
が
期
待
さ
れ
る
。 

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
平
成
六
年
以
降
、
自
主
的
な
市
町
村
の

消
防
の
広
域
化
が
推
進
さ
れ
て
き
た
。
全
国
の
消
防
本
部
の
数
は
、

最
も
多
か
っ
た
平
成
三
年
十
月
の
九
百
三
十
六
本
部
か
ら
、
平
成

十
八
年
四
月
に
は
八
百
十
一
本
部
に
ま
で
減
少
し
て
い
る
が
、
広

域
化
と
並
行
し
て
進
め
ら
れ
た
市
町
村
合
併
の
状
況
と
比
較
す

る
と
、
広
域
化
が
十
分
進
ん
だ
と
は
言
い
難
い
状
況
に
あ
っ
た
。

そ
こ
で
、
平
成
十
八
年
に
お
い
て
は
、
都
道
府
県
の
役
割
の
明
確

化
と
、
市
町
村
に
お
け
る
十
分
な
議
論
を
確
保
す
る
た
め
の
関
係

者
の
議
論
の
枠
組
み
の
創
設
と
併
せ
、
災
害
の
大
規
模
化
・
多
様

化
等
の
環
境
の
変
化
に
的
確
に
対
応
す
る
た
め
に
広
域
化
の
目

標
と
な
る
消
防
本
部
の
規
模
を
引
き
上
げ
る
こ
と
等
を
内
容
と

し
て
、
広
域
化
を
更
に
推
進
す
る
た
め
の
消
防
組
織
法
の
改
正
及

び
こ
れ
に
基
づ
く
本
指
針
の
策
定
を
行
っ
た
。 

以
来
、
改
正
後
の
消
防
組
織
法
に
基
づ
き
各
都
道
府
県
に
お
い
て

定
め
ら
れ
た
推
進
計
画
に
基
づ
く
取
組
が
進
め
ら
れ
て
き
た
と
こ
ろ

で
あ
る
が
、
本
指
針
が
策
定
さ
れ
た
当
初
の
広
域
化
の
実
現
の
期
限

と
し
て
い
た
平
成
二
十
四
年
度
末
に
は
平
成
十
八
年
四
月
か
ら
更

に
二
十
七
本
部
が
減
少
し
、
消
防
本
部
数
は
七
百
八
十
四
本
部
と

な
り
、
平
成
二
十
五
年
に
改
正
さ
れ
た
本
指
針
の
新
た
な
推
進
期

限
と
し
て
い
た
平
成
三
十
年
四
月
一
日
に
は
更
に
五
十
六
本
部
が

減
少
し
、
消
防
本
部
数
は
七
百
二
十
八
本
部
と
な
っ
た
と
こ
ろ
で
あ

る
。
広
域
化
を
行
っ
た
消
防
本
部
に
お
い
て
は
、
人
員
配
備
の
効
率

化
と
充
実
、
消
防
体
制
の
基
盤
の
強
化
を
通
じ
た
住
民
サ
ー
ビ
ス
の

向
上
等
の
成
果
が
現
れ
て
お
り
、
広
域
化
に
伴
う
現
象
と
し
て
一
部

の
地
方
公
共
団
体
が
懸
念
す
る
、
消
防
署
所
の
配
置
替
え
に
よ
る

一
部
地
域
で
の
消
防
力
低
下
や
消
防
本
部
と
市
町
村
と
の
関
係
の

希
薄
化
と
い
っ
た
事
実
は
認
め
ら
れ
な
い
。 

こ
の
よ
う
に
、
広
域
化
し
た
消
防
本
部
に
お
い
て
は
、
広
域
化

の
意
図
す
る
成
果
が
現
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
全
体
的
に
は
、
管

轄
人
口
十
万
未
満
の
小
規
模
な
消
防
本
部
（
以
下
「
小
規
模
消
防

本
部
」
と
い
う
。
）
が
全
消
防
本
部
数
の
約
六
割
を
占
め
る
な
ど
、

広
域
化
の
進
捗
は
ま
だ
十
分
と
は
い
え
ず
、
小
規
模
消
防
本
部
が

抱
え
る
前
記
の
課
題
が
依
然
と
し
て
克
服
さ
れ
て
い
な
い
。 

一
方
で
、
日
本
の
総
人
口
は
、
平
成
十
七
年
に
戦
後
初
め
て
減

少
に
転
じ
、
既
に
人
口
減
少
社
会
が
到
来
し
て
い
る
。 

こ
れ
に
よ
り
一
般
的
に
現
在
の
各
消
防
本
部
の
管
轄
人
口
も

減
少
し
、
消
防
本
部
の
小
規
模
化
が
よ
り
進
む
と
同
時
に
、
生
産

年
齢
人
口
の
減
少
を
通
じ
た
財
政
面
の
制
約
も
よ
り
厳
し
く
な

る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
消
防
本
部
と
と
も
に
地
域
の
消

防
を
担
っ
て
い
る
消
防
団
員
の
担
い
手
不
足
の
問
題
も
更
に
懸

念
さ
れ
る
状
況
に
あ
る
。
ま
た
、
人
口
減
少
に
よ
り
低
密
度
化
が

進
展
し
て
い
る
が
、
消
防
活
動
と
し
て
必
要
な
署
所
等
の
数
は
大

き
く
は
変
化
し
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
、
即
応
体
制
の
確
保
な
ど

消
防
力
の
維
持
に
困
難
が
伴
う
可
能
性
も
高
い
。
こ
の
よ
う
な
人

口
動
態
等
に
よ
る
影
響
は
消
防
本
部
の
規
模
が
小
さ
い
ほ
ど
深

刻
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

さ
ら
に
、
高
齢
化
の
進
展
に
伴
い
、
自
力
避
難
困
難
者
の
増
加

に
よ
り
予
防
業
務
の
重
要
性
が
よ
り
一
層
増
し
て
い
る
ほ
か
、
救

急
需
要
が
拡
大
し
て
お
り
、
特
に
こ
う
し
た
面
で
は
、
消
防
力
の

強
化
を
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

ま
た
、
消
防
力
に
関
し
て
、
消
防
力
の
整
備
指
針
（
平
成
十
二

年
消
防
庁
告
示
第
一
号
）
及
び
消
防
水
利
の
基
準
（
昭
和
三
十
九

年
消
防
庁
告
示
第
七
号
）
に
規
定
す
る
消
防
力
に
対
す
る
整
備
率

を
見
る
と
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
現
在
、
消
防
職
員
に
つ
い

て
は
七
十
七
・
四
％
、
消
防
水
利
に
つ
い
て
は
七
十
三
・
六
％
に

と
ど
ま
っ
て
い
る
な
ど
、
依
然
と
し
て
整
備
率
が
低
い
も
の
が
あ

る
。
と
り
わ
け
、
小
規
模
消
防
本
部
に
お
い
て
は
、
大
規
模
な
消

防
本
部
よ
り
も
整
備
率
が
低
い
傾
向
に
あ
り
、
例
え
ば
、
消
防
職

員
に
つ
い
て
は
、
管
轄
人
口
三
十
万
以
上
の
消
防
本
部
が
八
十

七
・
〇
％
で
あ
る
一
方
、
小
規
模
消
防
本
部
に
お
い
て
は
、
六
十

六
・
一
％
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
、
は
し
ご
車
、
化
学

消
防
車
、
救
助
工
作
車
、
消
防
水
利
等
に
つ
い
て
も
、
消
防
本
部

の
規
模
に
よ
る
顕
著
な
差
が
見
ら
れ
る
。 

さ
ら
に
、
昨
今
注
目
さ
れ
て
い
る
、
消
防
本
部
に
お
け
る
ハ
ラ

ス
メ
ン
ト
等
へ
の
対
応
や
女
性
活
躍
を
推
進
す
る
と
い
う
観
点

で
も
、
組
織
管
理
体
制
の
基
盤
の
強
化
が
重
要
な
課
題
と
な
っ
て

い
る
。 

加
え
て
、
近
年
の
東
日
本
大
震
災
で
の
教
訓
や
自
然
災
害
の
多

発
、
大
規
模
市
街
地
火
災
等
の
発
生
、
ま
た
、
今
後
の
災
害
リ
ス

ク
の
高
ま
り
も
指
摘
さ
れ
る
状
況
を
踏
ま
え
て
も
、
広
域
化
に
よ

る
小
規
模
消
防
本
部
の
解
消
が
重
要
で
あ
る
。 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
国
、
都
道
府
県
及
び
市
町
村
が
一
体
と
な

り
、
消
防
力
の
維
持
・
強
化
に
当
た
っ
て
最
も
有
効
な
消
防
の
広

域
化
を
推
進
し
、
小
規
模
消
防
本
部
の
体
制
強
化
を
図
る
こ
と
が

こ
れ
ま
で
以
上
に
必
要
と
な
っ
て
お
り
、
喫
緊
の
最
重
要
課
題
と

な
っ
て
い
る
。 

 

２ 

消
防
組
織
法
に
お
け
る
市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
の
基
本
的
な

考
え
方 

消
防
組
織
法
で
は
市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
に
関
し
、
次
の
事

項
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
。 

① 

市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
の
理
念
及
び
定
義 

② 

消
防
庁
長
官
に
よ
る
基
本
指
針
の
策
定 

③ 

都
道
府
県
に
よ
る
推
進
計
画
の
策
定
及
び
都
道
府
県
知
事

の
関
与
等 

④ 

広
域
化
対
象
市
町
村
に
よ
る
広
域
消
防
運
営
計
画
の
作
成 

⑤ 

国
の
援
助
及
び
地
方
債
の
特
別
の
配
慮 

こ
の
市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
は
、
消
防
の
体
制
の
整
備
及
び

確
立
を
図
る
こ
と
を
旨
と
し
て
、
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ

れ
て
い
る
た
め
、
広
域
化
に
よ
っ
て
消
防
本
部
の
対
応
力
が
低
下

す
る
よ
う
な
こ
と
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。 



資－2 

 

ま
た
、
市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
と
は
、
二
以
上
の
市
町
村
が

消
防
事
務
（
消
防
団
の
事
務
を
除
く
。
）
を
共
同
し
て
処
理
す
る

こ
と
と
す
る
こ
と
又
は
市
町
村
が
他
の
市
町
村
に
消
防
事
務
を

委
託
す
る
こ
と
を
い
う
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。 

し
た
が
っ
て
、
広
域
化
の
対
象
は
、
い
わ
ゆ
る
常
備
消
防
で
あ

り
、
消
防
団
は
そ
の
対
象
で
は
な
い
。 

加
え
て
、
広
域
化
に
つ
い
て
は
、
一
部
事
務
組
合
等
の
共
同
処

理
又
は
事
務
委
託
の
方
式
に
よ
り
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
が
、
関

係
市
町
村
間
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
方
式
の
利
点
及
び
問
題
点

を
十
分
に
比
較
考
量
の
上
、
そ
の
地
域
に
最
も
適
し
た
方
式
を
選

択
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。 

 

３ 

平
成
三
十
年
度
以
降
の
市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
の
推
進
の
方

向
性 平

成
十
八
年
の
消
防
組
織
法
の
改
正
後
、
平
成
三
十
年
四
月
一

日
に
至
る
ま
で
の
広
域
化
の
状
況
を
踏
ま
え
る
と
、
広
域
化
の
進

捗
状
況
は
地
域
の
実
情
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
面
が
あ
る
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
本
指
針
一
、
１
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、

平
成
十
八
年
か
ら
の
広
域
化
の
継
続
し
た
推
進
に
よ
り
、
気
運
の

高
い
地
域
等
に
お
い
て
、
広
域
化
は
一
定
程
度
進
み
、
成
果
が
現

れ
て
い
る
が
、
依
然
と
し
て
、
広
域
化
の
必
要
性
が
高
い
小
規
模

消
防
本
部
が
残
さ
れ
て
い
る
。 

ま
ず
は
、
市
町
村
が
自
ら
の
消
防
本
部
を
取
り
巻
く
状
況
と
自

ら
の
消
防
力
を
分
析
し
、
広
域
化
や
連
携
・
協
力
と
い
っ
た
手
段

を
織
り
込
み
な
が
ら
、
今
後
の
あ
る
べ
き
姿
を
考
え
る
こ
と
が
必

要
で
あ
る
。
特
に
小
規
模
消
防
本
部
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
あ
り

方
を
抜
本
的
に
議
論
す
る
必
要
が
あ
る
。 

ま
た
、
地
域
の
実
情
を
熟
知
し
た
広
域
的
な
地
方
公
共
団
体
で

あ
る
都
道
府
県
の
役
割
が
特
に
重
要
で
あ
る
。
平
成
二
十
年
及
び

平
成
二
十
一
年
の
消
防
組
織
法
の
改
正
に
よ
り
、
緊
急
消
防
援
助

隊
に
関
す
る
事
務
と
傷
病
者
の
搬
送
及
び
受
入
れ
の
実
施
基
準

に
関
す
る
事
務
が
都
道
府
県
の
事
務
に
追
加
さ
れ
た
こ
と
か
ら

も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
消
防
の
分
野
に
お
け
る
都
道
府
県
の
役
割

の
重
要
性
は
高
ま
っ
て
い
る
。
広
域
化
に
つ
い
て
も
、
本
指
針
一
、

１
で
示
さ
れ
た
現
下
の
消
防
を
取
り
巻
く
状
況
を
踏
ま
え
る
と
、

国
の
取
組
と
あ
わ
せ
、
都
道
府
県
に
は
、
関
係
市
町
村
間
の
必
要

な
調
整
、
情
報
の
提
供
そ
の
他
の
必
要
な
支
援
を
行
う
役
割
を
果

た
す
こ
と
が
更
に
期
待
さ
れ
る
。
と
り
わ
け
、
関
係
市
町
村
間
の

連
絡
調
整
は
も
と
よ
り
、
広
域
化
に
係
る
市
町
村
の
財
政
負
担
又

は
事
務
負
担
に
対
す
る
支
援
等
に
つ
い
て
、
よ
り
積
極
的
に
そ
の

役
割
を
果
た
し
、
自
主
的
な
市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
の
推
進
に

取
り
組
む
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。 

広
域
化
の
推
進
に
当
た
っ
て
は
、
消
防
組
織
法
が
改
正
さ
れ
た

平
成
十
八
年
以
降
の
十
年
以
上
に
わ
た
る
取
組
を
振
り
返
っ
た

上
で
、
今
一
度
原
点
に
立
ち
返
り
、
推
進
計
画
を
再
策
定
す
る
必

要
が
あ
る
。
そ
の
際
、
都
道
府
県
は
、
市
町
村
が
行
っ
た
自
ら
の

消
防
本
部
を
取
り
巻
く
状
況
と
自
ら
の
消
防
力
の
分
析
を
生
か

し
つ
つ
、
積
極
的
に
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
取
り
、
都
道
府
県
内
の

消
防
体
制
の
あ
り
方
を
再
度
議
論
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。 

な
お
、
本
指
針
一
、
４
に
掲
げ
る
国
の
施
策
及
び
本
指
針
三
、

５
に
掲
げ
る
各
都
道
府
県
に
お
け
る
措
置
を
重
点
的
に
実
施
す

る
地
域
（
以
下
「
消
防
広
域
化
重
点
地
域
」
と
い
う
。
）
に
つ
い

て
は
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
積
極
的
に
指
定
し
、
広
域
化
を
推
進
す

る
も
の
と
す
る
。 

あ
わ
せ
て
、
消
防
事
務
の
一
部
に
つ
い
て
柔
軟
に
連
携
・
協
力

を
行
う
こ
と
（
以
下
「
消
防
の
連
携
・
協
力
」
と
い
う
。
）
に
つ

い
て
も
、
推
進
し
て
い
く
も
の
と
し
、
消
防
の
広
域
化
と
同
様
、

関
係
市
町
村
間
の
必
要
な
調
整
、
情
報
の
提
供
そ
の
他
の
必
要
な

支
援
を
行
う
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。 

 

４ 

国
に
お
け
る
自
主
的
な
市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
を
推
進
す
る

た
め
の
施
策 

本
指
針
一
、
３
を
踏
ま
え
、
国
は
、
自
主
的
な
市
町
村
の
消
防

の
広
域
化
を
推
進
す
る
た
め
、
次
の
よ
う
な
施
策
を
講
ず
る
。 

(

１) 

消
防
広
域
化
推
進
本
部
の
設
置 

消
防
庁
に
、
都
道
府
県
及
び
市
町
村
に
お
け
る
広
域
化
の
取

組
を
支
援
す
る
た
め
の
消
防
広
域
化
推
進
本
部
を
設
置
す
る
。 

(

２) 

広
報
及
び
普
及
啓
発 

市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
を
推
進
す
る
た
め
に
は
、
消
防
サ

ー
ビ
ス
の
提
供
を
受
け
る
国
民
、
広
域
化
に
直
接
取
り
組
む
市

町
村
及
び
指
導
助
言
や
連
絡
調
整
等
を
市
町
村
に
対
し
て
行

う
都
道
府
県
が
広
域
化
の
必
要
性
、
メ
リ
ッ
ト
や
全
国
的
な
状

況
等
に
つ
い
て
、
十
分
に
理
解
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
機
会
を
捉
え
、
ま
た
、
適
当
な
広
報
媒
体
を

活
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
広
域
化
に
関
す
る
広
報
及
び
普
及
啓

発
を
行
う
。 

(

３) 

都
道
府
県
及
び
市
町
村
に
対
す
る
情
報
提
供 

広
域
化
の
推
進
に
関
す
る
制
度
、
広
域
化
を
行
っ
た
先
進
事

例
、
実
際
に
広
域
化
を
行
う
際
の
留
意
事
項
等
に
つ
い
て
、
都

道
府
県
及
び
市
町
村
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
情
報
提
供
を
行
い
、

関
係
者
に
お
け
る
広
域
化
に
関
す
る
取
組
の
促
進
を
図
る
。 

(

４) 

相
談
体
制
の
確
保
充
実 

広
域
化
を
実
現
し
た
消
防
本
部
の
幹
部
職
員
等
で
消
防
庁

に
登
録
さ
れ
た
者
を
市
町
村
等
に
派
遣
し
、
助
言
等
を
行
う
消

防
広
域
化
推
進
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の
活
用
等
に
よ
り
、
広
域
化
に

関
す
る
協
議
を
進
め
る
に
当
た
っ
て
の
諸
課
題
へ
の
対
処
方

策
等
広
域
化
に
関
す
る
個
別
具
体
の
相
談
に
積
極
的
に
応
じ

る
。 

(

５) 

財
政
措
置 

① 

広
域
化
関
連
事
業 

都
道
府
県
に
対
し
て
、
広
域
消
防
運
営
計
画
の
作
成
等

に
関
す
る
広
域
化
対
象
市
町
村
へ
の
情
報
提
供
若
し
く
は

助
言
、
本
指
針
三
、
３
に
定
め
る
消
防
広
域
化
重
点
地
域
の

指
定
、
協
議
会
へ
の
参
画
、
調
査
研
究
又
は
広
報
啓
発
等
に

必
要
な
経
費
に
つ
い
て
所
要
の
普
通
交
付
税
措
置
を
講
ず

る
と
と
も
に
、
都
道
府
県
が
広
域
化
対
象
市
町
村
に
対
し

て
行
う
補
助
金
、
交
付
金
等
の
交
付
に
要
す
る
経
費
に
つ

い
て
所
要
の
特
別
交
付
税
措
置
を
講
ず
る
ほ
か
、
地
方
自

治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
八
十
四

条
第
一
項
の
地
方
公
共
団
体
の
組
合
（
以
下
「
組
合
」
と
い

う
。
）
で
広
域
化
を
行
っ
た
広
域
化
対
象
市
町
村
の
加
入
す

る
も
の
若
し
く
は
広
域
化
を
行
っ
た
広
域
化
対
象
市
町
村

又
は
組
合
で
広
域
化
を
行
う
広
域
化
対
象
市
町
村
の
加
入

す
る
も
の
若
し
く
は
広
域
化
を
行
う
広
域
化
対
象
市
町
村

（
以
下
「
広
域
化
対
象
市
町
村
等
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
、

当
該
広
域
化
対
象
市
町
村
等
が
広
域
消
防
運
営
計
画
を
達

成
す
る
た
め
に
行
う
事
業
に
要
す
る
経
費
等
に
つ
い
て
、

財
政
運
営
に
支
障
を
生
ず
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
次
の
財

政
措
置
を
講
ず
る
。 

な
お
、
こ
れ
ら
の
措
置
に
つ
い
て
は
、
消
防
広
域
化
重
点

地
域
に
対
す
る
も
の
に
重
点
化
し
て
行
う
こ
と
と
し
て
い

る
。 

(

一) 

市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
（都
道
府
県
の
推
進
計
画
に

定
め
る
市
町
村
の
組
合
せ
を
構
成
す
る
市
町
村
の
全
部

又
は
一
部
か
ら
な
る
地
域
の
広
域
化
に
限
る
。
以
下
こ
の

①
に
お
い
て
「市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
」と
い
う
。
）に
伴

う
広
域
消
防
運
営
計
画
の
作
成
を
含
め
た
広
域
化
の
準

備
に
要
す
る
経
費
及
び
臨
時
に
増
加
す
る
経
費
に
つ
い
て

所
要
の
特
別
交
付
税
措
置
を
講
ず
る
。 

(

二) 

市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
（平
成
三
十
六
年
四
月
一

日
ま
で
に
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
伴
い
、
広
域
消
防

運
営
計
画
又
は
消
防
署
所
等
（消
防
署
、
出
張
所
及
び
指

令
セ
ン
タ
ー
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
再
編
整
備
計
画

（以
下
「広
域
消
防
運
営
計
画
等
」
と
い
う
。
）に
基
づ
き
、

必
要
と
な
る
消
防
署
所
等
（一
体
的
に
整
備
す
る
自
主
防

災
組
織
等
の
た
め
の
訓
練
研
修
施
設
を
含
む
。
）
の
増
改

築
（広
域
消
防
運
営
計
画
等
に
お
い
て
消
防
署
所
等
の
再

配
置
が
必
要
で
あ
る
と
位
置
付
け
ら
れ
た
も
の
に
つ
い
て

は
、
新
築
を
含
む
。
）で
あ
っ
て
、
当
該
広
域
化
後
十
年
度

以
内
に
完
了
す
る
も
の
（
た
だ
し
、
広
域
化
前
に
完
了
す



資－3 

 

る
も
の
を
含
み
、
平
成
十
八
年
の
消
防
組
織
法
の
改
正
に

基
づ
い
て
平
成
三
十
年
四
月
一
日
ま
で
に
広
域
化
し
た
消

防
本
部
に
あ
っ
て
は
平
成
四
十
年
四
月
一
日
ま
で
に
完
了

す
る
も
の
。
に
お
い
て
同
じ
。
）に
要
す
る
経
費
に
つ
い
て
所

要
の
地
方
財
政
措
置
を
講
ず
る
。 

(

三) 
市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
（
平
成
三
十
六
年
四
月

一
日
ま
で
に
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
伴
い
、
統
合

さ
れ
る
消
防
本
部
庁
舎
を
消
防
署
所
等
と
し
て
有
効
活

用
す
る
た
め
に
必
要
と
な
る
改
築
で
あ
っ
て
、
当
該
広

域
化
後
十
年
度
以
内
に
完
了
す
る
も
の
に
要
す
る
経
費

に
つ
い
て
所
要
の
地
方
財
政
措
置
を
講
ず
る
。 

(

四) 

市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
に
伴
う
消
防
本
部
庁
舎

の
整
備
に
要
す
る
経
費
に
つ
い
て
所
要
の
地
方
債
措
置

を
講
ず
る
。 

(

五) 

消
防
通
信
・
指
令
施
設
（
消
防
救
急
デ
ジ
タ
ル
無
線
、

高
機
能
消
防
指
令
セ
ン
タ
ー
）
の
整
備
に
要
す
る
経
費

に
つ
い
て
所
要
の
地
方
財
政
措
置
を
講
ず
る
。 

(

六) 

市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
（
平
成
三
十
六
年
四
月

一
日
ま
で
に
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
伴
い
、
広
域

消
防
運
営
計
画
等
に
基
づ
く
消
防
署
所
等
の
統
合
に
よ

る
効
率
化
等
に
よ
り
、
機
能
強
化
を
図
る
消
防
用
車
両

等
の
整
備
事
業
で
あ
っ
て
、
当
該
広
域
化
後
五
年
度
以

内
に
完
了
す
る
も
の
（
た
だ
し
、
広
域
化
前
に
完
了
す
る

も
の
を
含
み
、
平
成
十
八
年
の
消
防
組
織
法
の
改
正
に

基
づ
い
て
平
成
三
十
年
四
月
一
日
ま
で
に
広
域
化
し
た

消
防
本
部
に
あ
っ
て
は
平
成
三
十
五
年
四
月
一
日
ま
で

に
完
了
す
る
も
の
。
）
に
要
す
る
経
費
に
つ
い
て
所
要
の

地
方
財
政
措
置
を
講
ず
る
。 

(

七) 

市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
に
伴
う
消
防
防
災
施
設

等
の
整
備
に
つ
い
て
は
、
消
防
防
災
施
設
等
整
備
費
補

助
金
及
び
緊
急
消
防
援
助
隊
設
備
整
備
費
補
助
金
の
交

付
の
決
定
に
当
た
っ
て
、
特
別
の
配
慮
を
す
る
も
の
と

す
る
。 

② 

連
携
・
協
力
関
連
事
業 

組
合
で
消
防
の
連
携
・
協
力
を
行
う
市
町
村
の
加
入
す

る
も
の
又
は
消
防
の
連
携
・
協
力
を
行
う
市
町
村
（
以
下

「
連
携
・
協
力
実
施
市
町
村
等
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
、

当
該
連
携
・
協
力
実
施
市
町
村
等
が
消
防
の
連
携
・
協
力
の

円
滑
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
の
計
画
（
以
下
「
連
携
・
協

力
実
施
計
画
」
と
い
う
。
）
を
達
成
す
る
た
め
に
行
う
事
業

の
う
ち
特
に
消
防
の
広
域
化
に
つ
な
げ
る
効
果
が
高
い
も

の
に
要
す
る
経
費
等
に
つ
い
て
、
財
政
運
営
に
支
障
を
生

ず
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
次
の
財
政
措
置
を
講
ず
る
。 

(

一) 

消
防
の
連
携
・協
力
に
伴
い
、
連
携
・協
力
実
施
計
画
に

基
づ
き
、
必
要
と
な
る
高
機
能
消
防
指
令
セ
ン
タ
ー
の
新

築
・増
改
築
で
あ
っ
て
、
平
成
三
十
六
年
四
月
一
日
ま
で
に

完
了
す
る
も
の
に
要
す
る
経
費
に
つ
い
て
所
要
の
地
方
財
政

措
置
を
講
ず
る
。 

(

二) 

消
防
の
連
携
・協
力
に
伴
い
、
連
携
・協
力
実
施
計
画
に

基
づ
き
、
必
要
と
な
る
消
防
用
車
両
等
の
整
備
で
あ
っ
て
、

平
成
三
十
六
年
四
月
一
日
ま
で
に
完
了
す
る
も
の
に
要
す

る
経
費
に
つ
い
て
所
要
の
地
方
財
政
措
置
を
講
ず
る
。 

(

三) 

消
防
の
連
携
・協
力
に
伴
う
消
防
防
災
施
設
等
の
整
備

に
つ
い
て
は
、
消
防
防
災
施
設
等
整
備
費
補
助
金
及
び
緊
急

消
防
援
助
隊
設
備
整
備
費
補
助
金
の
交
付
の
決
定
に
当
た

っ
て
、
特
別
の
配
慮
を
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

二 

自
主
的
な
市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
を
推
進
す
る
期
間 

 

市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
は
、
消
防
の
体
制
の
整
備
及
び
確
立
の

た
め
、
不
断
に
取
り
組
ん
で
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
で
あ
る

が
、
地
域
に
お
け
る
広
域
化
に
つ
い
て
の
合
意
形
成
に
は
相
当
の
時

間
を
要
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
一
方
で
、
大
規
模
災
害
等
が
発
生

す
る
懸
念
が
高
ま
っ
て
お
り
、
広
域
化
の
取
組
が
急
が
れ
る
こ
と
や

過
度
に
長
期
の
期
限
を
設
け
る
と
集
中
的
な
広
域
化
の
取
組
を
阻

害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
平
成
三
十
六
年
四
月

一
日
を
期
限
と
し
て
広
域
化
に
取
り
組
む
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。 

（
１
） 

都
道
府
県
の
推
進
計
画
等 

平
成
三
十
年
度
中
を
目
途
と
し
て
、
消
防
本
部
、
市
町
村
等
と

緊
密
に
連
携
し
、
検
討
し
た
上
で
推
進
計
画
の
再
策
定
又
は
策
定

を
行
う
よ
う
努
め
る
こ
と
。 

（
２
） 

市
町
村
の
消
防
の
広
域
化 

各
広
域
化
対
象
市
町
村
に
お
い
て
は
、
広
域
消
防
運
営
計
画
の

作
成
等
、
広
域
化
に
向
け
た
取
組
を
行
い
、
平
成
三
十
六
年
四
月

一
日
ま
で
に
広
域
化
を
実
現
す
る
こ
と
。 

 

三 

推
進
計
画
に
定
め
る
市
町
村
の
組
合
せ
及
び
都
道
府
県

に
お
け
る
必
要
な
措
置
に
関
す
る
基
準 

 １ 

推
進
計
画
の
策
定 

都
道
府
県
が
、
本
指
針
に
基
づ
き
、
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
に

お
い
て
自
主
的
な
市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
を
推
進
す
る
必
要
が

あ
る
と
認
め
る
場
合
に
、
そ
の
市
町
村
を
対
象
と
し
て
定
め
る
よ

う
努
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
推
進
計
画
に
は
、
お
お
む
ね
次
の

よ
う
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
と
な
る
。 

(

１) 

市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
の
推
進
に
関
す
る
基
本
的
な

事
項 次

の
よ
う
な
事
項
に
留
意
し
て
定
め
る
こ
と
。 

① 

推
進
計
画
は
、
広
域
化
を
推
進
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め

る
市
町
村
に
つ
い
て
、
そ
の
広
域
化
を
計
画
的
か
つ
円
滑
に

推
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
こ
と
。 

② 

広
域
化
は
、
消
防
の
体
制
の
整
備
及
び
確
立
を
図
る
た
め

推
進
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

③ 

広
域
化
は
、
市
町
村
、
住
民
、
消
防
関
係
者
等
の
理
解
を

得
て
進
め
て
い
く
こ
と
が
肝
要
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
関
係
者

の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
得
な
が
ら
推
進
し
て
い
く
よ
う
に
努

め
る
こ
と
。 

(

２) 

市
町
村
の
消
防
の
現
況
及
び
将
来
の
見
通
し 

次
の
よ
う
な
事
項
に
留
意
し
て
定
め
る
こ
と
。 

① 

広
域
化
を
推
進
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
ま
ず
は
、
市
町
村

が
自
ら
の
消
防
本
部
を
取
り
巻
く
状
況
と
自
ら
の
消
防
力

を
分
析
し
、
広
域
化
や
連
携
・
協
力
と
い
っ
た
手
段
を
織
り

込
み
な
が
ら
、
今
後
の
あ
る
べ
き
姿
を
考
え
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
た
め
、
都
道
府
県
が
市
町
村
に
対
し
、
当
該
分
析
・

検
討
を
行
う
た
め
に
積
極
的
な
助
言
・
支
援
を
行
う
必
要
が

あ
る
こ
と
。 

② 

市
町
村
の
分
析
・
検
討
を
踏
ま
え
た
上
で
、
消
防
組
織
法

が
改
正
さ
れ
た
平
成
十
八
年
以
降
の
約
十
年
間
に
お
け
る
、

推
進
計
画
に
対
す
る
広
域
化
の
進
捗
、
広
域
化
消
防
本
部
の

効
果
、
各
都
道
府
県
に
お
け
る
消
防
需
要
の
動
向
等
を
振
り

返
り
、
消
防
力
の
実
情
、
消
防
本
部
の
財
政
、
人
事
管
理
等

の
状
況
な
ど
の
市
町
村
の
消
防
の
現
況
を
把
握
し
、
改
め
て

広
域
化
の
必
要
性
を
十
分
認
識
し
た
上
で
、
今
後
の
人
口
の

減
少
、
消
防
需
要
の
変
化
、
消
防
職
員
の
高
齢
化
等
の
進
展

も
踏
ま
え
、
お
お
む
ね
十
年
後
の
消
防
体
制
の
姿
を
見
通
す

必
要
が
あ
る
こ
と
。 

(

３) 

広
域
化
対
象
市
町
村
の
組
合
せ 

本
指
針
三
、
２
に
基
づ
き
定
め
る
こ
と
。 

な
お
、
広
域
化
対
象
市
町
村
の
組
合
せ
に
基
づ
く
本
指
針
三
、

３
に
定
め
る
消
防
広
域
化
重
点
地
域
の
指
定
等
を
行
う
場
合

に
つ
い
て
は
、
本
指
針
三
、
３
に
よ
る
こ
と
。 

ま
た
、
都
道
府
県
が
推
進
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
自
主

的
な
消
防
の
連
携
・
協
力
の
対
象
と
な
る
市
町
村
（
以
下
「
連

携
・
協
力
対
象
市
町
村
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
も
、
本
指
針

三
、
４
に
基
づ
き
定
め
る
こ
と
。 

(

４)
 

自
主
的
な
市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
を
推
進
す
る
た
め

に
必
要
な
措
置
に
関
す
る
事
項 

本
指
針
三
、
５
に
基
づ
き
定
め
る
こ
と
。 

(

５)
 

広
域
化
後
の
消
防
の
円
滑
な
運
営
の
確
保
に
関
す
る
基

本
的
な
事
項 

本
指
針
四
を
参
考
に
し
つ
つ
、
各
都
道
府
県
の
実
情
を 
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勘
案
し
て
定
め
る
こ
と
。 

(

６) 

市
町
村
の
防
災
に
係
る
関
係
機
関
相
互
間
の
連
携
の

確
保
に
関
す
る
事
項 

本
指
針
五
を
参
考
に
し
つ
つ
、
各
都
道
府
県
の
実
情
を

勘
案
し
て
定
め
る
こ
と
。 

な
お
、
都
道
府
県
が
推
進
計
画
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、

都
道
府
県
に
、
都
道
府
県
、
市
町
村
の
代
表
、
消
防
機
関
の
代

表
（
常
備
消
防
・
消
防
団
）
、
住
民
代
表
及
び
学
識
経
験
者
等

で
構
成
す
る
委
員
会
等
の
協
議
機
関
を
設
置
す
る
な
ど
し
て
、

関
係
者
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
の
形
成
に
努
め
る
こ
と
が
重
要
で

あ
る
。 

ま
た
、
都
道
府
県
が
推
進
計
画
を
定
め
、
又
は
変
更
し
よ
う

と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
関
係
市
町
村
の
意
見
を
聴
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

 

２ 

推
進
計
画
に
定
め
る
広
域
化
対
象
市
町
村
の
組
合
せ
に
関
す
る

基
準 各

都
道
府
県
は
、
以
下
の
点
を
十
分
考
慮
し
た
上
で
、
推
進
計

画
に
お
い
て
、
広
域
化
対
象
市
町
村
及
び
そ
の
組
合
せ
を
定
め
る

こ
と
。 

(

１) 

市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
の
規
模 

一
般
論
と
し
て
は
、
消
防
本
部
の
規
模
が
大
き
い
ほ
ど

火
災
等
の
災
害
へ
の
対
応
能
力
が
強
化
さ
れ
る
こ
と
と
な

り
、
ま
た
組
織
管
理
、
財
政
運
営
等
の
観
点
か
ら
も
望
ま
し

い
。
現
行
の
推
進
計
画
に
お
い
て
、
一
の
都
道
府
県
全
体
を

一
つ
の
単
位
と
し
た
区
域
（
以
下
「
全
県
一
区
」
と
い
う
。
）

で
の
広
域
化
を
規
定
し
た
都
道
府
県
が
一
定
数
あ
る
が
、

全
県
一
区
で
の
広
域
化
は
理
想
的
な
消
防
本
部
の
あ
り
方

の
一
つ
と
も
言
え
る
。 

そ
の
上
で
、
現
状
を
踏
ま
え
つ
つ
、
こ
れ
か
ら
の
消
防
に

求
め
ら
れ
る
消
防
力
、
組
織
体
制
、
財
政
規
模
等
に
鑑
み
る

と
、
管
轄
人
口
の
観
点
か
ら
言
え
ば
お
お
む
ね
三
十
万
以

上
の
規
模
を
一
つ
の
目
標
と
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
。 

し
か
し
な
が
ら
、
各
市
町
村
は
、
管
轄
面
積
の
広
狭
、
交

通
事
情
、
島
嶼
部
な
ど
の
地
理
的
条
件
、
広
域
行
政
、
地
域

の
歴
史
、
日
常
生
活
圏
、
人
口
密
度
及
び
人
口
減
少
な
ど
の

人
口
動
態
等
の
地
域
の
事
情
を
そ
れ
ぞ
れ
有
し
て
い
る
た

め
、
広
域
化
対
象
市
町
村
の
組
合
せ
を
検
討
す
る
際
に
は
、

上
記
の
規
模
目
標
に
は
必
ず
し
も
と
ら
わ
れ
ず
、
小
規
模

消
防
本
部
の
広
域
化
を
着
実
に
推
進
す
る
と
い
う
観
点
か

ら
、
こ
れ
ら
の
地
域
の
事
情
を
十
分
に
考
慮
す
る
必
要
が

あ
る
。 

し
か
し
な
が
ら
、
本
指
針
一
、
１
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、

消
防
の
広
域
化
を
推
進
し
、
小
規
模
消
防
本
部
の
体
制
強

化
を
図
る
こ
と
が
こ
れ
ま
で
以
上
に
必
要
と
な
っ
て
い
る

こ
と
に
鑑
み
、
小
規
模
消
防
本
部
及
び
消
防
吏
員
数
が
百

人
以
下
の
消
防
本
部
に
つ
い
て
は
、
可
能
な
限
り
広
域
化

対
象
市
町
村
に
指
定
す
る
方
向
で
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

と
り
わ
け
、
消
防
吏
員
数
が
五
十
人
以
下
の
消
防
本
部
（
以

下
「
特
定
小
規
模
消
防
本
部
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、

原
則
、
広
域
化
対
象
市
町
村
に
指
定
す
る
方
向
で
検
討
す

る
必
要
が
あ
る
。 

以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
、
ま
ず
は
、
都
道
府
県
内
の
消
防

の
あ
る
べ
き
姿
を
議
論
し
、
お
お
む
ね
十
年
後
ま
で
に
広

域
化
す
べ
き
組
合
せ
を
定
め
た
上
で
、
推
進
期
限
ま
で
に

広
域
化
す
べ
き
組
合
せ
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
そ
の
際
、

必
要
に
応
じ
、
段
階
を
踏
ん
だ
組
合
せ
や
実
現
可
能
性
の

あ
る
複
数
の
組
合
せ
も
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

(

２) 

配
慮
す
べ
き
事
項 

非
常
備
市
町
村
の
常
備
化
の
必
要
性
に
配
慮
す
る
必
要

あ
る
。 

 

３ 

消
防
広
域
化
重
点
地
域
の
指
定
等 

(

１) 

消
防
広
域
化
重
点
地
域
の
指
定
の
趣
旨 

十
分
な
消
防
防
災
体
制
が
確
保
で
き
な
い
お
そ
れ
が
あ

る
市
町
村
等
を
消
防
広
域
化
重
点
地
域
に
指
定
し
、
他
の

広
域
化
対
象
市
町
村
よ
り
も
先
行
し
て
集
中
的
に
広
域
化

を
推
進
す
る
こ
と
に
よ
り
広
域
化
対
象
市
町
村
の
組
合
せ

に
お
け
る
自
主
的
な
市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
を
着
実
に

推
進
す
る
も
の
と
す
る
。 

(

２) 

都
道
府
県
知
事
に
よ
る
消
防
広
域
化
重
点
地
域
の
指

定
及
び
公
表
等 

都
道
府
県
知
事
は
、
広
域
化
対
象
市
町
村
の
そ
れ
ぞ
れ

の
組
合
せ
を
構
成
す
る
市
町
村
の
全
部
又
は
一
部
か
ら
な

る
地
域
の
う
ち
、
広
域
化
の
取
組
を
先
行
し
て
重
点
的
に

取
り
組
む
必
要
が
あ
る
も
の
と
し
て
次
に
該
当
す
る
と
当

該
都
道
府
県
知
事
が
認
め
る
も
の
を
消
防
広
域
化
重
点
地

域
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

① 

今
後
、
十
分
な
消
防
防
災
体
制
が
確
保
で
き
な
い
お

そ
れ
が
あ
る
市
町
村
を
含
む
地
域 

② 

広
域
化
の
気
運
が
高
い
地
域 

な
お
、
推
進
期
限
で
あ
る
平
成
三
十
六
年
四
月
一
日
ま

で
に
広
域
化
を
実
現
さ
せ
る
べ
き
地
域
は
消
防
広
域
化
重

点
地
域
に
指
定
す
る
こ
と
が
望
ま
し
く
、
そ
の
中
で
も
、
具

体
的
に
は
、
次
に
掲
げ
る
地
域
に
つ
い
て
、
消
防
広
域
化
重

点
地
域
に
可
能
な
限
り
指
定
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。 

(

一) 

特
定
小
規
模
消
防
本
部 

(

二) 

非
常
備
市
町
村 

(

三) 

広
域
化
を
希
望
し
て
い
る
が
、
広
域
化
の
組
合

せ
が
決
ま
っ
て
い
な
い
消
防
本
部 

広
域
化
対
象
市
町
村
の
一
の
組
合
せ
を
越
え
る
地
域
を

消
防
広
域
化
重
点
地
域
に
指
定
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

当
該
指
定
し
よ
う
と
す
る
地
域
が
広
域
化
対
象
市
町
村
の

一
の
組
合
せ
の
全
部
又
は
一
部
を
構
成
す
る
よ
う
、
事
前

又
は
事
後
に
推
進
計
画
の
変
更
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

な
お
、
消
防
広
域
化
重
点
地
域
の
指
定
を
行
っ
た
と
き

は
そ
の
旨
を
、
当
該
消
防
広
域
化
重
点
地
域
に
対
す
る
都

道
府
県
の
支
援
の
内
容
と
と
も
に
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。 

(

３) 

関
係
市
町
村
の
意
見
の
聴
取
等 

消
防
広
域
化
重
点
地
域
の
指
定
に
当
た
っ
て
は
、
都
道

府
県
知
事
は
、
あ
ら
か
じ
め
関
係
市
町
村
の
意
見
を
聴
く

も
の
と
す
る
。 

ま
た
、
消
防
広
域
化
重
点
地
域
に
指
定
さ
れ
た
市
町
村

以
外
の
市
町
村
か
ら
消
防
広
域
化
重
点
地
域
の
指
定
を
求

め
る
意
見
等
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
都
道
府
県
知

事
は
当
該
意
見
等
を
尊
重
し
、
当
該
市
町
村
を
対
象
と
す

る
消
防
広
域
化
重
点
地
域
の
指
定
等
に
努
め
る
も
の
と
す

る
。 

(

４) 

消
防
広
域
化
重
点
地
域
の
指
定
の
変
更 

(

２)

及
び(

３)

は
、
消
防
広
域
化
重
点
地
域
の
指
定
の

変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

 

４ 

推
進
計
画
に
定
め
る
連
携
・
協
力
対
象
市
町
村
の
組
合
せ
に
関

す
る
基
準 

(

１) 

消
防
の
連
携
・協
力
の
意
義 

消
防
の
広
域
化
は
消
防
力
の
維
持
・強
化
に
当
た
っ
て
最
も

有
効
な
方
策
で
あ
る
が
、
消
防
の
広
域
化
の
実
現
に
は
な
お
時

間
を
要
す
る
地
域
も
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
地
域
に
お
い
て
は
、

消
防
の
広
域
化
に
つ
な
げ
る
べ
く
、
消
防
の
連
携
・協
力
を
行
う

こ
と
が
必
要
で
あ
る
。 

(

２) 

推
進
計
画
へ位
置
付
け
る
上
で
の
基
本
的
な
考
え
方 

連
携
・協
力
対
象
市
町
村
の
組
合
せ
を
定
め
る
に
当
た
っ
て

は
、
消
防
の
広
域
化
と
同
様
に
地
域
の
実
情
を
考
慮
し
、
市
町

村
の
自
主
的
か
つ
多
様
な
消
防
の
連
携
・協
力
を
尊
重
す
る
必

要
が
あ
る
。 

し
か
し
な
が
ら
、
消
防
の
連
携
・協
力
が
喫
緊
の
最
重
要
課

題
で
あ
る
消
防
の
広
域
化
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ

と
を
十
分
に
認
識
し
た
上
で
、
ど
の
市
町
村
間
で
ど
の
よ
う
な

連
携
・協
力
が
可
能
で
あ
る
か
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
に
お
い
て

も
、
広
い
視
野
で
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。 

な
お
、
推
進
計
画
に
位
置
付
け
る
こ
と
が
望
ま
し
い
消
防
の

連
携
・協
力
と
し
て
は
、
高
機
能
消
防
指
令
セ
ン
タ
ー
の
共
同

運
用
、
消
防
用
車
両
・消
防
署
所
の
共
同
整
備
等
が
挙
げ
ら
れ

る
。 

(

３) 

高
機
能
消
防
指
令
セ
ン
タ
ー
の
共
同
運
用 

高
機
能
消
防
指
令
セ
ン
タ
ー
を
共
同
運
用
す
る
こ
と
に
よ

り
、
整
備
費
の
削
減
、
現
場
要
員
の
充
実
等
を
図
る
こ
と
が
で

き
る
こ
と
に
加
え
、
災
害
情
報
を
一
元
的
に
把
握
し
、
効
果
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的
・効
率
的
な
応
援
態
勢
が
確
立
さ
れ
る
な
ど
の
効
果
が
見
込

ま
れ
る
。
ま
た
、
現
場
に
最
先
着
で
き
る
隊
に
自
動
で
出
動
指

令
を
行
う
い
わ
ゆ
る
「直
近
指
令
」
、
出
動
可
能
な
隊
が
な
く

な
っ
た
場
合
に
高
機
能
消
防
指
令
セ
ン
タ
ー
を
共
同
運
用
し
て

い
る
他
消
防
本
部
の
隊
に
自
動
で
出
動
指
令
を
行
う
い
わ
ゆ

る
「ゼ
ロ
隊
運
用
」な
ど
の
高
度
な
運
用
に
よ
り
、
区
域
内
の
消

防
力
を
大
き
く
向
上
さ
せ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。 

さ
ら
に
は
、
人
事
交
流
が
生
ま
れ
る
な
ど
消
防
本
部
間
の
垣

根
を
低
く
す
る
効
果
も
あ
り
、
消
防
の
連
携
・協
力
の
中
で
も
、

消
防
の
広
域
化
に
つ
な
げ
る
効
果
が
特
に
大
き
い
。 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
高
機
能
消
防
指
令
セ
ン
タ
ー
の
共
同
運

用
に
つ
い
て
は
、
広
域
化
の
推
進
と
併
せ
て
、
積
極
的
に
検
討
す

る
必
要
が
あ
る
。 

都
道
府
県
に
お
い
て
は
、
上
記
の
こ
と
を
十
分
に
認
識
し
た

上
で
、
ま
ず
は
市
町
村
の
高
機
能
消
防
指
令
セ
ン
タ
ー
の
更
新

時
期
を
把
握
し
、
消
防
本
部
等
と
緊
密
に
連
携
し
、
高
機
能
消

防
指
令
セ
ン
タ
ー
の
共
同
運
用
に
つ
い
て
検
討
し
、
そ
の
結
果

を
推
進
計
画
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。 

な
お
、
高
機
能
消
防
指
令
セ
ン
タ
ー
を
共
同
運
用
す
る
規

模
に
つ
い
て
は
、
広
域
化
と
同
様
、
一
般
論
と
し
て
は
、
規
模
が

大
き
い
ほ
ど
望
ま
し
い
こ
と
に
も
鑑
み
、
面
積
、
人
口
等
に
お
い

て
、
標
準
的
な
規
模
の
都
道
府
県
で
あ
れ
ば
、
原
則
、
全
県
一

区
と
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
既
に
高
機
能
消
防
指
令
セ
ン

タ
ー
を
共
同
運
用
し
て
い
る
地
域
に
あ
っ
て
は
、
上
記
の
よ
う

な
高
度
な
運
用
に
よ
り
、
そ
の
効
果
を
最
大
限
に
生
か
す
こ
と

が
望
ま
し
い
。 

 

５ 

自
主
的
な
市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
を
推
進
す
る
た
め
に
必
要

な
措
置
に
関
す
る
基
準 

消
防
組
織
法
第
三
十
三
条
に
お
い
て
、
都
道
府
県
知
事
が
行
う

市
町
村
相
互
間
に
お
け
る
必
要
な
調
整
及
び
情
報
の
提
供
そ
の

他
の
必
要
な
援
助
等
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま

え
、
各
都
道
府
県
は
、
推
進
計
画
に
お
い
て
、
当
該
各
都
道
府
県

に
お
け
る
自
主
的
な
市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
を
推
進
す
る
た

め
に
必
要
な
措
置
を
定
め
る
こ
と
。 

具
体
的
に
は
、 

① 

広
域
化
を
推
進
す
る
た
め
の
体
制
の
整
備 

② 

住
民
及
び
関
係
者
に
対
す
る
情
報
提
供
、
普
及
啓
発
等 

③ 

各
市
町
村
に
対
す
る
情
報
提
供
、
相
談
対
応
体
制
の
確
保
、

職
員
の
派
遣
等 

④ 

関
係
市
町
村
間
の
協
議
の
積
極
的
な
推
奨
、
仲
介
、
調
整

等 

⑤ 

広
域
化
に
関
す
る
調
査
研
究 

等
が
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
れ
ら
を
参
考
に
し
つ
つ
、

必
要
な
措
置
を
定
め
、
都
道
府
県
と
し
て
広
域
化
の
推
進
に
積
極

的
に
取
り
組
む
こ
と
。 

 

四 

広
域
化
後
の
消
防
の
円
滑
な
運
営
の
確
保
に
関
す
る
基

本
的
な
事
項 

 

１ 

広
域
化
後
の
消
防
の
体
制
の
整
備 

市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
が
行
わ
れ
た
後
に
、
広
域
化
の
効
果

を
十
分
に
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
広
域
化
後
の
消
防
に

お
い
て
一
元
的
な
部
隊
運
用
、
出
動
体
制
、
事
務
処
理
等
が
行
わ

れ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。 

 

２ 

構
成
市
町
村
等
間
の
関
係 

市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
は
、
主
に
組
合
又
は
事
務
委
託
に
よ

り
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
が
、
そ
の
場
合
広
域
化
後
の
消
防
は
、

組
合
の
構
成
市
町
村
又
は
受
託
市
町
村
若
し
く
は
委
託
市
町
村

（
以
下
「
構
成
市
町
村
等
」
と
い
う
。
）
と
の
意
思
疎
通
及
び
情

報
共
有
に
特
に
意
を
用
い
る
必
要
が
あ
る
。 

 

３ 

広
域
化
後
の
消
防
の
体
制
の
整
備
の
た
め
に
考
え
ら
れ
る
方
策 

こ
の
よ
う
に
、
広
域
化
後
の
消
防
の
円
滑
な
運
営
の
確
保
の
た

め
に
は
、
広
域
化
後
の
消
防
の
体
制
を
適
切
に
整
備
す
る
こ
と
が

重
要
で
あ
る
が
、
そ
の
た
め
の
方
策
と
し
て
は
、
例
え
ば
、
以
下

の
よ
う
な
事
項
に
つ
い
て
、
構
成
市
町
村
等
間
に
お
い
て
十
分
協

議
の
上
、
可
能
な
限
り
、
組
合
又
は
事
務
委
託
の
規
約
、
規
程
等

に
お
い
て
定
め
る
こ
と
と
す
る
こ
と
が
有
効
で
あ
る
。 

(
１) 

組
合
の
方
式
に
よ
る
場
合 

① 
経
常
的
経
費
、
投
資
的
経
費
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
の
構
成

市
町
村
ご
と
の
負
担
金
の
額
又
は
負
担
割
合
等
に
係
る
基

本
的
な
ル
ー
ル 

② 

職
員
の
任
用
、
給
与
、
教
育
訓
練
等
に
関
す
る
計
画
を
策

定
す
る
こ
と
。 

③ 

中
長
期
的
な
整
備
費
用
の
見
通
し
を
含
め
た
消
防
力
の
整

備
計
画
を
策
定
す
る
こ
と
。 

④ 

部
隊
運
用
、
指
令
管
制
等
に
関
す
る
計
画
を
策
定
す
る
こ

と
。 

⑤ 

災
害
時
等
に
構
成
市
町
村
の
長
と
消
防
長
、
消
防
署
長
又

は
消
防
団
長
と
が
緊
密
に
連
携
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、

相
互
連
絡
、
情
報
共
有
等
に
関
す
る
計
画
を
策
定
す
る
こ
と
。 

⑥ 

構
成
市
町
村
間
の
連
絡
会
議
の
定
期
的
な
開
催
、
消
防
長

の
専
決
対
象
の
明
確
化
等
構
成
市
町
村
間
の
迅
速
な
意
見

調
整
を
可
能
と
す
る
た
め
の
仕
組
み
を
構
築
す
る
こ
と
。 

⑦ 

組
合
の
運
営
に
関
し
、
住
民
の
意
見
を
反
映
で
き
る
よ
う

に
す
る
こ
と
。 

(

２) 

事
務
委
託
の
方
式
に
よ
る
場
合 

① 

委
託
料
に
係
る
基
本
的
な
ル
ー
ル 

② 

災
害
時
等
に
委
託
市
町
村
の
長
と
消
防
長
、
消
防
署
長
又

は
消
防
団
長
と
が
緊
密
に
連
携
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、

相
互
連
絡
、
情
報
共
有
等
に
関
す
る
計
画
を
策
定
す
る
こ
と
。 

③ 

消
防
事
務
の
運
営
に
関
し
、
住
民
の
意
見
を
反
映
で
き
る

よ
う
に
す
る
こ
と
。 

 

４ 

推
進
計
画
及
び
広
域
消
防
運
営
計
画
へ
の
記
載 

以
上
の
点
を
踏
ま
え
、
都
道
府
県
に
お
い
て
は
、
必
要
な
事
項

を
推
進
計
画
に
お
い
て
定
め
る
と
と
も
に
、
広
域
化
対
象
市
町
村

に
お
い
て
は
、
広
域
化
に
係
る
協
議
の
際
に
こ
れ
ら
の
事
項
に
つ

い
て
十
分
協
議
の
上
、
可
能
な
限
り
広
域
消
防
運
営
計
画
に
お
い

て
定
め
る
こ
と
。 

 

五 

市
町
村
の
防
災
に
係
る
関
係
機
関
相
互
間
の
連
携
の
確

保
に
関
す
る
事
項 

 

１ 

消
防
団
と
の
連
携
の
確
保 

消
防
団
は
、
地
域
に
密
着
し
た
消
防
防
災
活
動
を
行
う
と
い
う

特
性
上
、
本
指
針
一
、
２
の
と
お
り
、
消
防
組
織
法
に
基
づ
き
推

進
す
る
自
主
的
な
市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
の
対
象
と
さ
れ
て

お
ら
ず
、
従
来
ど
お
り
、
消
防
力
の
整
備
指
針
第
三
十
七
条
に
基

づ
き
、
市
町
村
の
合
併
等
消
防
団
の
沿
革
そ
の
他
の
特
段
の
事
情

が
あ
る
場
合
を
除
き
、
一
市
町
村
に
一
団
を
置
く
も
の
と
す
る
。 

こ
の
場
合
、
広
域
化
後
の
消
防
本
部
と
消
防
団
と
の
緊
密
な

連
携
の
確
保
が
必
要
と
な
る
。 

そ
の
た
め
に
、
次
の
よ
う
な
具
体
的
方
策
が
考
え
ら
れ
る
。 

① 

常
備
消
防
の
管
轄
区
域
内
の
複
数
の
消
防
団
の
団
長
の
中

か
ら
連
絡
調
整
担
当
の
団
長
を
指
名
す
る
こ
と
に
よ
る
常

備
消
防
と
の
一
元
的
な
連
絡
調
整 

② 

平
素
か
ら
の
各
消
防
団
合
同
又
は
常
備
消
防
を
含
め
た
訓

練
等
の
実
施 

③ 

構
成
市
町
村
等
の
消
防
団
と
当
該
構
成
市
町
村
等
の
区
域

に
存
す
る
消
防
署
所
と
の
連
携
確
保
の
た
め
の
、
消
防
署
所

へ
の
消
防
団
と
の
連
絡
調
整
担
当
の
配
置
、
定
例
的
な
連
絡

会
議
の
開
催
等 

④ 

常
備
消
防
と
消
防
団
と
の
連
絡
通
信
手
段
の
確
保
以
上
の

よ
う
な
方
策
を
参
考
と
し
つ
つ
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
広

域
化
後
の
消
防
本
部
と
消
防
団
と
の
連
携
の
確
保
を
図
る

こ
と
が
必
要
で
あ
る
。 
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２ 

防
災
・
国
民
保
護
担
当
部
局
と
の
連
携
の
確
保 

防
災
・
国
民
保
護
業
務
は
、
住
民
の
安
心
・
安
全
の
確
保
と
い

う
最
も
基
本
的
か
つ
重
要
な
業
務
で
あ
り
、
ま
た
、
関
係
部
局
・

関
係
機
関
が
多
岐
に
わ
た
る
た
め
、
そ
れ
ら
全
体
を
総
合
的
に
調

整
で
き
る
責
任
者
が
実
施
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。 

こ
の
場
合
、
市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
を
行
う
と
き
に
は
、
広

域
化
後
の
消
防
本
部
と
構
成
市
町
村
等
の
防
災
・
国
民
保
護
担
当

部
局
と
の
緊
密
な
連
携
の
確
保
が
必
要
と
な
る
。 

そ
の
た
め
に
、
次
の
よ
う
な
具
体
的
方
策
が
考
え
ら
れ
る
。 

① 

夜
間
・
休
日
等
に
お
け
る
市
町
村
の
防
災
業
務
に
つ
い
て
、

初
動
時
の
連
絡
体
制
な
ど
を
消
防
本
部
に
事
務
委
託 

② 

各
構
成
市
町
村
等
の
長
及
び
危
機
管
理
担
当
幹
部
と
消
防

長
及
び
消
防
署
長
に
よ
る
協
議
会
の
設
置 

③ 

各
構
成
市
町
村
等
と
当
該
構
成
市
町
村
等
の
区
域
に
存
す

る
消
防
署
所
と
の
連
携
確
保
の
た
め
の
、
定
例
的
な
連
絡
会

議
の
開
催
、
各
市
町
村
の
災
害
対
策
本
部
へ
の
各
消
防
署
所

の
消
防
職
員
の
派
遣
等 

④ 

防
災
・
国
民
保
護
担
当
部
局
と
消
防
本
部
と
の
人
事
交
流 

⑤ 

総
合
的
な
合
同
防
災
訓
練
の
実
施 

⑥ 

防
災
・
国
民
保
護
担
当
部
局
と
消
防
本
部
と
の
情
報
通
信

手
段
の
充
実
に
よ
る
連
絡
体
制
の
強
化 

⑦ 

防
災
行
政
無
線
の
親
機
や
遠
隔
操
作
機
を
消
防
本
部
の
通

信
指
令
部
門
に
設
置
す
る
こ
と
に
よ
る
二
十
四
時
間
体
制

の
確
保 

以
上
の
よ
う
な
方
策
を
参
考
と
し
つ
つ
、
地
域
の
実
情
に
応
じ

て
広
域
化
後
の
消
防
本
部
と
構
成
市
町
村
等
の
防
災
・
国
民
保
護

担
当
部
局
と
の
連
携
の
確
保
を
図
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。 

 

３ 

推
進
計
画
及
び
広
域
消
防
運
営
計
画
へ
の
記
載 

以
上
の
点
を
踏
ま
え
、
都
道
府
県
に
お
い
て
は
、
必
要
な
事
項

を
推
進
計
画
に
お
い
て
定
め
る
と
と
も
に
、
広
域
化
対
象
市
町
村

に
お
い
て
は
、
広
域
化
に
係
る
協
議
の
際
に
こ
れ
ら
の
事
項
に
つ

い
て
十
分
協
議
の
上
、
可
能
な
限
り
広
域
消
防
運
営
計
画
に
お
い

て
定
め
る
こ
と
。 

        

                                          

         

 



資－7 

 

 

 

市町村の消防の連携・協力に関する基本指針 

 

 

第１ 消防の連携・協力についての基本的な考え方 

１ 消防をとりまく課題とその対応方策 

人口減少の進行により、人的・財政的な資源が限られる一方で、消防は、大規模火災、大規模地震、豪雨災

害、火山災害、テロ災害等の複雑化・多様化する災害に適切に対応していかなければならない。 

消防は、今後とも、人的・財政的な資源を有効活用し、将来にわたって持続可能な消防体制を整備・確立して

いく必要がある。 

そのため、常備消防は、社会経済情勢の変化、各般の技術の進展等に応じて、より高度・専門的な活動を実施

できるようにしていかなければならない。 

これまで、消防庁では、常備消防の体制の整備・確立については、「消防の広域化」（消防組織法の規定に基づ

き実施される消防組織の統合を行うもの。以下同じ。）を推進してきたところであり、最も有効な方策である消防

の広域化については、より積極的に進めていくこととする。 

一方で、消防の広域化は、組織の統合に向けた調整が困難である等、実現にはなお時間を要する地域もあり、

そのような地域においては、消防事務の性質に応じて事務の一部について柔軟に連携・協力すること（以下「消

防の連携・協力」という。）により、消防力の強化に効果を生み出していくことが可能となる。 

 

２ 消防の連携・協力の推進 

（１）消防の連携・協力の必要性等 

（ア）必要性と効果 

直ちに広域化を進めることが困難な地域においても必要となる消防力を確保・充実していくため、消防事

務の性質に応じて事務の一部について連携・協力を推進することが必要である。 

消防の連携・協力による効果は、連携・協力を行う消防事務の種類やその方式によって様々だが、一般的

に、 

● 災害対応能力の向上 

● 施設整備や維持管理に係る経費の効率的な配分 

● 人員の効率的な配置、現場要員の増強（※） 

● 消防本部間の人材交流による職員の能力・職務意欲の向上（※） 

といった効果がある。（（※）の事項については、消防の広域化を行った場合と異なり、その効果は消防の

連携・協力を行う消防事務（指令の共同運用における指令業務など）にとどまるものの、当該事務の範囲で

は十分な効果が得られる。） 

このように、消防の連携・協力による人的・財政的な資源の効率的な活用によって、現場要員の増強など

消防力を充実強化することができる。 

さらに、消防の連携・協力を進めていくことで、 

● 職員間のつながり、意識の共有 

● 広域的に消防事務を行うことの効果の実感 

● 共同で消防事務の処理を行うという実績の蓄積 

等の広域化を実現していくための下地が作られることとなる。こうしたことを契機として、消防力の確保・

充実の方策としてより有効である消防の広域化を目指すことが適当である。 

（イ）連携・協力を進める上で留意すべき事項 

● 消防力を充実強化していくことは喫緊の課題であり、実施することが可能な消防の連携・協力について

は早期に順次実施していくこと。 

● 消防の連携・協力を進めるに当たっては、都道府県の境界を越えて、地理的なメリットのある消防本部

間での連携・協力を検討すること。 

● 複雑化・多様化する災害に対応できる高度かつ専門的な消防体制を確保するためには、地域の中核とな

る比較的大規模な消防本部が中心となり、近隣の消防本部との広域的な連携を図ること。 

● 住民の防災意識が低下し、地域防災力の低下につながることがないよう、地域の住民や企業などの自発

的な防災活動への参加を継続して推進するなど、地域防災力を向上させるために、常備消防がさらに積極

的に取り組んでいくこと。 

（２）消防の連携・協力の推進方策 

消防の連携・協力を推進するため、消防の連携・協力の実施主体となる市町村、都道府県及び国はそれぞれ

以下の役割を果たすこととする。 

（ア）市町村の役割 

市町村は、消防の連携・協力を行おうとするときは、協議により消防の連携・協力の円滑な実施を確保す

るための計画（以下「連携・協力実施計画」という。）を作成するものとする。 

連携・協力実施計画には、おおむね以下の事項について定めるものとする。 
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● 連携・協力の円滑な実施を確保するための基本方針 

● 連携・協力を行う消防事務の内容及び方法 

● 連携・協力を行う消防事務とそれ以外の消防事務の連携の確保に関する事項 

市町村は、別紙「連携・協力実施計画に定める事項について」を参考 

にし、管内の消防需要等の情勢分析を適切に行った上で、連携・協力実施計画を作成するものとする。 

（イ）都道府県の役割 

都道府県は、地域の実情を考慮し、市町村の自主的かつ多様な消防の連携・協力を尊重する必要がある。 

しかしながら、都道府県が消防組織法に基づき広域化を推進すべき立場にあり、消防の連携・協力が喫緊

の最重要課題である消防の広域化につながるものであるということを十分に認識した上で、どの市町村間で

どのような連携・協力が可能であるかについて、都道府県においても、広い視野で検討し、推進計画におい

て、都道府県が推進する必要があると認める自主的な消防の連携・協力の対象となる市町村（以下「連携・

協力対象市町村」という。）を定めるものとする。 

なお、推進計画に位置付けることが望ましい消防の連携・協力としては、高機能消防指令センターの共同

運用（以下「指令の共同運用」という。）、消防用車両・消防署所の共同整備等が挙げられる。とりわけ、指

令の共同運用については、消防の広域化につなげる効果が特に大きいことから、市町村の高機能消防指令セ

ンターの更新時期を把握し、消防本部等と緊密に連携し、指令の共同運用について検討し、その結果を推進

計画に反映させることが必要である。 

また、消防の広域化と同様、関係市町村間の必要な調整、情報の提供その他の必要な支援を行うものとす

る。 

（ウ）消防庁の役割 

消防の連携・協力の具体的なメリットや、連携・協力する消防事務の具体的内容と当該連携・協力を実施

するための地方自治法上の手法について、各消防本部の十分な理解を得ることが必要であり、そのため、消

防庁において、全国レベルでの研修会の開催、個別の消防本部に対する働きかけやアドバイザーの派遣など

ソフト面の支援を積極的に行うこととする。 

また、消防の連携・協力を行う地方公共団体の財政運営に支障が生じることのないよう、次の財政措置を

講じる。 

● 連携・協力を行う市町村が、連携・協力実施計画に基づき実施する高機能消防指令センターの整備・改

修について緊急防災・減災事業債の対象とする。 

● 連携・協力を行う市町村が、連携・協力実施計画に基づき実施する消防用車両等の整備について防災対

策事業債の対象とする。 

● 本指針に基づく消防指令業務の共同化に伴う高機能消防指令センターの整備については、消防防災施設

整備費補助金の交付の決定に当たって特別の配慮を行う。 

● 本指針に基づく共同化に伴う緊急消防援助隊設備の整備については、緊急消防援助隊設備整備費補助金

の交付の決定に当たって特別の配慮を行う。 

（３）消防の連携・協力の具体例 

消防の連携・協力を実施するに当たっては、地域の災害特性や消防需要の見通し、地形的な状況等について

把握分析しながら、関係する市町村において積極的な検討を実施していくことが必要である。 

地域における検討の参考となるよう、下の（ア）～（カ）のとおり消防の連携・協力の具体例を示す。な

お、消防の連携・協力は、以下の６つの例以外のものも考えられ、消防体制の整備・確立に向けて地域の自主

的かつ積極的な検討が必要となる。 

（ア）指令の共同運用 

指令の共同運用は、既に多くの消防本部で実施されているが、全国的な広がりは依然として不十分であ

り、消防の連携・協力の一類型として、今後も積極的に検討を進めていく必要がある。 

指令の共同運用を行うことで、災害情報を一元的に把握し、効果的・効率的な応援体制が確立されること

や、消防本部間で災害情報の様式を統一することによって、災害情報の統計資料としての活用も容易になる

こと等の効果がある。 

なお、指令の共同運用の実施に際しては、現場に再先着できる隊に自動で出動指令を行ういわゆる「直近

指令」、出動可能な隊がなくなった場合に高機能消防指令センターを共同運用している他消防本部の隊に自

動で出動指令を行ういわゆる「ゼロ隊運用」などの高度な運用を併せて行うことで、地域の消防体制の向上

に一層資するものとなる。既に指令の共同運用を実施している消防本部も含め、上記のような高度な運用に

よるより効果的・効率的な部隊運用について検討することが望ましい。 

また、指令の共同運用を実施する規模については、広域化と同様、一般論としては、規模が大きいほど望

ましいことにも鑑み、面積、人口等において、標準的な規模の都道府県であれば、原則、全県一区（一の都

道府県全体を一つの単位とした区域をいう。）とする必要がある。なお、地理的な事情等によりそれが困難

な場合であっても、できる限り広域的な範囲での共同運用を目指すことが必要である。 

（イ）消防用車両の共同整備 

はしご自動車や特殊災害車両等、出動頻度の高くない車両については、一定の圏域内で共同して整備し、

当該圏域内の事案に対して出動する体制とすることによって、車両の購入費・維持管理費を効率化すること

ができる。 
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また、複数の消防本部で共同整備することで、より高度な車両の配置が可能になり、複雑化・多様化する

災害への対応能力の向上も期待できる。 

（ウ）境界付近における消防署所の共同設置 

消防本部の管轄の境界付近において複数の消防本部がそれぞれ署所を配置しており、圏域全体で考えると

非効率な配置になっている場合がある。こうした場合においては、署所を共同で設置することで、効果的・

効率的に境界付近の消防力を確保することができる。 

（エ）高度・専門的な違反処理や特殊な火災原因調査等の予防業務における消防の連携・協力 

予防業務については、高度・専門的な違反処理や特殊な火災原因調査等の業務について、各地域における

予防業務の実情等に応じて、広域的な圏域での消防の連携・協力を図っていく必要がある。 

また、一定の圏域内で消防の連携・協力を実施することによって、ノウハウの共有や職員の知識・技能の

向上が図られる。 

（オ）専門的な人材育成の推進 

救急や予防など、特に高度・専門的な知識・技能が求められる業務については、中核的な消防本部が近隣

の消防本部の職員を研修生として受け入れることにより専門的な人材を育成し、圏域内の消防力の向上を図

ることができる。 

（カ）応援計画の見直し等による消防力の強化 

複数の消防本部が連携・協力して、応援計画の見直しや訓練の実施、車両・資機材の配備調整を行うこと

により、大規模災害発生時に、早期に必要な部隊を集結させ、活動能力の大幅な増強を図るとともに、災害

対応をより実効性あるものとすることができる。 

 

第２ 消防の連携・協力を推進する期間 

消防の連携・協力に係る積極的な取組を促す観点から、推進期限を設けて取り組むこととする。 

大規模災害やテロ災害は全国どの地域において、いつ発生してもおかしくないことから、早急な消防の連携・協

力の取組が必要である。一方、消防の連携・協力の実施に当たっては一定の準備期間も必要であることから、消防

の連携・協力の推進期限については、消防の広域化の推進期限も踏まえ、平成３６年４月１日までとする。 

 

第３ 市町村が連携・協力実施計画を作成する際の留意事項 

１ 検討体制の整備 

消防事務は、住民の生命、身体及び財産を保護するという最も基本的なサービスであり、サービスを直接受け

る住民に大きな影響を与えるものであるため、消防の連携・協力を検討する際には、関係消防本部のみならず、

必要に応じて都道府県、市町村、消防団、自主防災組織、学識経験者等の多様な主体が参画する協議機関を設け

ることも考えられる。 

なお、その際の協議機関としては、地方自治法２５２条の２の２に基づく協議会のほか、任意の協議組織を設

けることも考えられる。 

２ 連携・協力実施計画の早期の策定 

消防の連携・協力の推進による消防力の確保・充実をいち早く実現するために、各消防本部においては、消防

の連携・協力を実施しようとする場合には、できる限り早期に連携・協力実施計画を作成することが望ましい。 

３ モデル事業の実施結果を踏まえた検討 

消防の連携・協力について、具体的な先進事例を積み上げ、より効果的な推進につなげるため、国の委託事業

として、平成２９年度に連携・協力のモデル構築事業を実施するので、その状況も参考にしながら計画を作成す

ること。 
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別紙 
 

 

連携・協力実施計画に定める事項について 

 

 

消防の連携・協力の円滑な実施を確保するための計画（以下「連携・協力実施計画」という。）に定めるべき事項につ

いては、以下のとおりとする。 

なお、各地域の実情に応じ、その他の事項について定めることも差し支えない。 

 

１ 連携・協力の円滑な実施を確保するための基本方針 

（１）連携・協力を行おうとする地域における消防の現況・課題、将来予測 

消防の連携・協力の実施を検討するに当たり、まず、連携・協力を行おうとする地域の各消防本部の消防力・

消防需要の現況や課題、将来予測を分析しておくことが必要であり、具体的には、 

● 消防需要の現況と将来予測 

● 消防力の現況と将来予測 

● 財政の現況と将来予測 

● 組織・人員の現況と将来予測 

等について分析の上、計画に記載する。 

（２）連携・協力実施後の消防についての基本的な方針 

（１）の分析を踏まえ、連携・協力によって目指すべき消防の姿についての基本的な考え方を定めておく。 

具体的には、連携・協力の実施によって、初動対応部隊の増強、特殊な車両の整備等による災害対応能力の向

上、現場到着時間の短縮、人材育成の充実等の目指すべき消防の姿について、基本的な方針を定めることが考え

られる。また、連携・協力を契機として、他の消防事務の連携・協力をさらに進めていくことや、将来的な広域

化に向けた議論を進めていくということを内容に盛り込むことも考えられる。 

（３）連携・協力実施の検討体制 

連携・協力の実施までの準備期間において関係消防本部が協議する体制について定める。また、連携・協力の

実施後において各種事項を調整する際の協議体制についても定める。 

（４）実施スケジュール 

消防の連携・協力の実施に当たっては、各消防本部における組織体制の変更や車両・施設等の整備等を計画的

に進めるため、あらかじめスケジュールを定める。 

また、連携・協力する事務が複数ある場合には、事務ごとの実施時期についても明確にする。 

 

２ 連携・協力を行う消防事務の内容及び方法 

消防事務のうち、連携・協力を行う事務の内容及び方法について、連携・協力を実施する消防事務ごとに次の

（１）から（６）までの事項が明確になるよう計画に定める。 

（１）連携・協力を行う消防事務の内容 

連携・協力を行う事務の内容を明示する。 

（２）連携・協力を行う地域 

境界付近における消防署所の共同設置など、一部の地域に限定して連携・協力を行う場合、連携・協力を実施す

る地域を明確にする。 

（３）連携・協力を行う方法 

（１）で定めた連携・協力を行う消防事務ごとに、活用する地方自治法又は消防組織法上の方法を明示する。 

（４）連携・協力に要する人員の配置 

連携・協力を行う消防事務に従事する人員の必要数及び配置部署並びに各本部から派遣する人員数について定

める。 

（５）連携・協力に伴う車両、施設等の整備計画 

連携・協力を行う消防事務に直接関係する車両、施設等の整備計画について定める。 

（６）連携・協力に係る費用の見通しと分担方法 

連携・協力を実施するに当たり必要となる人件費、車両・施設等の整備費、維持管理費等について、総額の見

通しと消防本部間での分担方法について定める。 

 

３ 連携・協力を行う消防事務とそれ以外の消防事務の連携の確保に関する事項 

連携・協力の実施に当たって、連携・協力を実施していない他の消防事務との連携を十分に確保しておくことが

必要であり、情報の共有・伝達体制の整備方法等、管内の消防事務全体を円滑に実施するために必要となる事項に

ついて定める。 
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消 防 消 第 8 1 号 

平 成 3 0 年 ４ 月 １ 日 

 

各都道府県知事 

各指定都市市長 

 

消 防 庁 長 官 

 

 

市町村の消防の広域化に関する基本指針の一部改正について（通知） 

 

 

市町村の消防の広域化に関する基本指針の一部を改正する件（平成 30 年消防庁告示第８号。以下「改正告示」とい

う。）が平成 30年３月 30日に告示され、本日施行されました。 

貴職におかれましては、下記事項に留意されるとともに、各都道府県にあっては、貴都道府県内の市町村（消防の事

務を処理する一部事務組合等を含む。）に対して、この旨周知されるようお願いします。 

なお、本通知は、消防組織法（昭和 22年法律第 226 号）第 37条に基づく助言として発出するものであることを申

し添えます。 

 

記 

 

第１ 主な改正内容 

１ 市町村の消防の広域化の必要性（改正告示による改正後の市町村の消防の広域化に関する基本指針（平成 18年消防

庁告示第４号。以下「基本指針」という。）一、１）人口減少社会の到来、低密度化・高齢化の進展等に鑑み、消防力

の維持・強化に当たって最も有効な消防の広域化を推進し、小規模消防本部の体制強化を図ることがこれまで以上に

必要となっており、喫緊の最重要課題となっていることを追記したこと。 

２ 平成 30 年度以降の市町村の消防の広域化の推進の方向性（基本指針一、３） 

⑴ 方向性の概要 

まずは、市町村が自らの消防本部を取り巻く状況と自らの消防力を分析し、今後のあるべき姿を考えた上で、都

道府県が、当該分析を生かしつつ、積極的にリーダーシップを取り、都道府県内の消防体制のあり方を再度議論し、

推進計画を再策定する必要があることとしたこと。 

⑵ 都道府県の役割 

消防広域化重点地域について、これまで以上に積極的に指定することとしたこと。また、消防事務の一部につい

て柔軟に連携・協力を行うこと（以下「消防の連携・協力」という。）についても推進していくものとし、必要な

支援を行う役割が期待されることを追記したこと。 

３ 財政措置 

⑴ 広域化関連事業（基本指針一、４、⑸、①） 

広域化関連事業に対する財政措置に関して、消防広域化重点地域に対するものに重点化して行うことを明記し

たこと。 

⑵ 連携・協力関連事業（基本指針一、４、⑸、②） 

連携・協力関連事業に対する財政措置を追記したこと。 

４ 自主的な市町村の消防の広域化を推進する期間（基本指針二） 

平成 36年４月１日を期限として消防の広域化を推進することとしたこと。 

５ 推進計画に定める市町村の組合せ及び都道府県における必要な措置に関する基準 

⑴ 市町村の消防の現況及び将来の見通し（基本指針三、１、⑵） 

都道府県において、市町村が消防の現況の分析・今後のあるべき姿の検討を行うために積極的な助言・支援を

行う必要があることに留意することとしたこと。 

また、市町村の分析・検討を踏まえた上で、過去約 10年間における推進計画に対する広域化の進捗、広域化消

防本部の効果、各都道府県における消防需要の動向等を振り返り、市町村の消防の現況を把握し、改めて広域化

の必要性を十分認識した上で、おおむね 10年後の消防体制の姿を見通す必要があることに留意することとしたこ

と。 

⑵ 広域化対象市町村の組合せ（基本指針三、１、⑶） 

連携・協力対象市町村についても、基本指針三、４に基づき定めることとしたこと。 

⑶ 市町村の消防の広域化の規模（基本指針三、２、⑴） 

一の都道府県全体を一つの単位とした区域（以下「全県一区」という。）での広域化が理想的な消防本部のあり

方の一つであることを追記したこと。 

また、管轄人口 10万未満の小規模な消防本部及び消防吏員数が 100人以下の消防本部については、可能な限り

広域化対象市町村に指定する方向で検討する必要があることとしたこと。さらに、消防吏員数が 50 人以下の消防

殿 
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本部（以下「特定小規模消防本部」という。）については、原則、広域化対象市町村に指定する方向で検討する必

要があることとしたこと。 

 

 

上記のことを踏まえ、まずは、都道府県内の消防のあるべき姿を議論し、おおむね 10 年後までに広域化すべき組

合せを定めた上で、推進期限までに広域化すべき組合せを定めるものとすることとしたこと。また、必要に応じ、段

階を踏んだ組合せや実現可能性のある複数の組合せも定めるものとすることとしたこと。 

６ 消防広域化重点地域の指定（基本指針三、３、⑵） 

推進期限までに広域化を実現させるべき地域は消防広域化重点地域に指定することが望ましく、その中でも、具体

的には、次に掲げる地域について、消防広域化重点地域に可能な限り指定することが望ましいこととしたこと。 

⑴ 特定小規模消防本部 

⑵ 非常備市町村 

⑶ 広域化を希望しているが、広域化の組合せが決まっていない消防本部 

７ 推進計画に定める連携・協力対象市町村の組合せに関する基準 

⑴ 推進計画へ位置付ける上での基本的な考え方（基本指針三、４、⑵） 

連携・協力対象市町村の組合せを定めるに当たっては、消防の連携・協力が広域化につながるものであるという

ことを十分に認識した上で、どの市町村間でどのような連携・協力が可能であるかについて、都道府県においても、

広い視野で検討することが必要であることとしたこと。 

⑵ 高機能消防指令センターの共同運用（基本指針三、４、⑶） 

高機能消防指令センターの共同運用が、消防の連携・協力の中でも、消防の広域化につなげる効果が特に大きい

こと等を十分に認識した上で、まずは市町村の高機能消防指令センターの更新時期を把握し、消防本部等と緊密に

連携し、高機能消防指令センターの共同運用について検討し、その結果を推進計画に反映させることが必要である

こととしたこと。 

また、高機能消防指令センターを共同運用する規模については、原則、全県一区とする必要があることとしたこ

と。 

さらに、既に高機能消防指令センターを共同運用している地域にあっては、現場に再先着できる隊に自動で出動

指令を行ういわゆる「直近指令」、出動可能な隊がなくなった場合に高機能消防指令センターを共同運用している

他消防本部の隊に自動で出動指令を行ういわゆる「ゼロ隊運用」などの高度な運用により、その効果を最大限に生

かすことが望ましいこととしたこと。 

 

第２ 留意事項 

１ 消防力カード（基本指針一、３・三、１、２関連） 

市町村が自らの消防本部を取り巻く状況と自らの消防力を分析し、今後のあるべき姿を考えるに当たっては、消防

力カード（別添様式）を活用されたいこと。また、都道府県が推進計画を再策定する際には、市町村が作成した消防

力カードを参考にされたいこと。 

市町村は、都道府県が推進計画を再策定する期間にも鑑み、遅くとも平成 30 年７月までには、消防力カードを作

成し、今後のあるべき姿を考える必要があること。その際、都道府県は、市町村に対し積極的な助言・支援を行う必

要があること。 

なお、消防力カードについては、策定後、都道府県を通し、消防庁に提出していただきたい。 

２ 推進計画の再策定 

⑴ 広域化の具体的な効果の検証（基本指針一、３・三、１、⑵関連） 

推進計画の再策定に当たっては、広域化の具体的な効果を、住民、議会等に分かりやすく説明することが望まし

いこと。例えば、全県一区など、広域的な消防体制を取った場合の救急車の現場到着時間の短縮効果等のシミュレ

ーションを行うこと等が有効である。 

⑵ 関係者のコンセンサスの形成（基本指針二、⑴・三、１） 

推進計画の再策定に当たっては、都道府県に、都道府県、市町村の代表、消防機関の代表（常備消防・消防団）、

住民代表及び学識経験者等で構成する委員会等の協議機関を設置するなどして、関係者のコンセンサスの形成に努

めること。 

３ 財政措置 

⑴ 広域化関連事業（基本指針一、４、⑸、①） 

平成 31年度から、消防防災施設等整備費補助金及び緊急消防援助隊設備整備費補助金の交付の決定に当たって、

配慮をする対象を拡充する予定としていること。 

⑵ 連携・協力関連事業（基本指針一、４、⑸、②） 

連携・協力関連事業に関する財政措置について、平成 31 年度以降、連携・協力対象市町村として推進計画に定

められている市町村に対するものに重点化することを検討することとしていること。 

４ 推進期限（基本指針二関連） 

広域化の推進期限を平成 36 年４月１日としているが、都道府県においては、平成 30 年度中までをめどとし

た約１年間で推進計画を再策定し、市町村においては、推進計画が策定されてから、平成 36年４月１日までの

約５年間で広域化を実現されたいこと。 



資－13 

 

 

第３ 施行日 

平成 30年４月１日 

消 防 消 第 8 2 号 

平 成 3 0 年 ４ 月 １ 日 

 

 

各都道府県知事 

各指定都市市長 

 

 

消 防 庁 長 官 

 

 

市町村の消防の連携・協力の基本指針の一部改正について（通知） 

 

 

市町村の消防の広域化の基本指針の一部を改正する件（平成 30年消防庁告示第８号。以下「改正告示」という。）が

平成 30年３月 30日に告示され、本日施行されたことに伴い、「市町村の消防の連携・協力に関する基本指針」の一部

について別添資料のとおり改正しました。 

貴職におかれましては、下記事項に留意されるとともに、各都道府県にあっては、貴都道府県内の市町村（消防の事

務を処理する一部事務組合等を含む。）に対して、この旨周知されるようお願いします。 

なお、本通知は、消防組織法（昭和 22年法律第 226号）第 37条に基づく助言として発出するものであることを申し

添えます。 

 

記 

 
第１ 主な改正内容 

１ 都道府県の役割（本通知による改正後の「市町村の消防の連携・協力に関する基本指針」（以下「連携・協力基本指

針」という。）第１、２、（２）、（イ）） 

改正告示による改正後の市町村の消防の広域化の基本指針（以下「広域化基本指針」という。）を踏まえ、都道府県

においても、高機能消防指令センターの共同運用などの市町村の消防の連携・協力について、広い視野で検討し、推

進計画において、都道府県が推進する必要があると認める自主的な消防の連携・協力の対象となる市町村（以下「連

携・協力対象市町村」という。）を定めるものとしたこと。また、消防の広域化と同様、関係市町村間の必要な調整、

情報の提供その他の必要な支援を行うものとしたこと。 

 

２ 消防庁の役割（連携・協力基本指針第１、２、（２）、（ウ）） 

広域化基本指針を踏まえ、財政措置について追記したこと。 

 

３ 消防の連携・協力を推進する期間（連携・協力基本指針第２） 

消防の連携・協力の推進期限を、消防の広域化の推進期限も踏まえ、平成 36年４月１日までとしたこと。 

 

第２ 留意事項 

消防の連携・協力に対する財政措置について、平成 31年度以降、連携・協力対象市町村として推進計画に定

められている市町村に対するものに重点化することを検討することとしていること。 
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消 防 消 第 9 2 号  

令和６年３月 29日  

  

各都道府県知事 

各指定都市市長  

  

消 防 庁 長 官  

  

市町村の消防の広域化に関する基本指針の一部改正について（通知）  

 

平素より、消防防災行政の推進につきまして、格別の御協力を賜り厚く御礼 申し上げます。  

市町村の消防の広域化に関する基本指針の一部を改正する件（令和６年消防庁告示第８号。以下「改正告示」と 

いう。）が、別添のとおり告示されましたので通知します。  

貴職におかれましては、下記事項に留意されるとともに、各都道府県にあっては、貴都道府県内の市町村（消防の

事務を処理する一部事務組合等を含む。） に対して、この旨周知されるようお願いします。  

なお、本通知は、消防組織法（昭和 22 年法律第 226 号）第 37 条に基づく助言として発出するものであること

を申し添えます。  

  

記  

  

第１ 主な改正内容  

１ 市町村の消防の広域化の必要性（改正告示による改正後の市町村の消防の広域化に関する基本指針（以下「基本

指針」という。）一、１）  

⑴ 大規模災害に備えた体制  

令和６年能登半島地震のような甚大な被害をもたらす地震の発生が見込まれているなど、激甚化・頻発化する

自然災害等への警戒が必要であり、大規模災害の発生に備え、消防体制を確保すべき必要性が高まっていること

に加え、応援部隊到着前の初動体制の確保や、応援部隊との効果的な連携体制の構築のため、一定の消防職員数

の確保が必要であることを追記したこと。  

⑵ 感染症に備えた体制  

新型コロナウイルス感染症を踏まえ、救急体制への負担の増加や、職員の感染等に対応するため、人員配置

等を柔軟に行うことができる消防職員数の確保が必要であることを追記したこと。  

⑶ ＤＸの進展への対応  

高度な機器の導入・運用等や専門人材の育成・確保にも、消防本部の体制強化は有効であることに加え、消防

指令システムの標準化は、システムの基本的な機能を共通化するものであり、広域化の検討の円滑化に資するこ

とを追記したこと。  

  

２ 令和６年度以降の市町村の消防の広域化の推進の方向性（基本指針一、３）  

⑴ 中心消防本部の設定等  

地域の核となり広域化の検討を主導する消防本部（以下「中心消防本部」という。）について都道府県が策定

する推進計画に定めることができることを追記したこと。  

⑵ 中心消防本部の役割  

中心消防本部の役割として、周辺の消防本部の広域化の意向確認、広域化の効果の調査、広域化に関する協議

会等の設置、広域化実施に係る論点整理等に主体的に取り組み、広域化を主導すること等を追記したこと。  

⑶ 都道府県の役割  

都道府県の役割として、中長期的な消防力のシミュレーション結果を市 町村に提示し、他の消防本部と比較整

理して説明することなどを通じ、広 域化の機運を醸成することや、消防本部間での調整が困難な場合などには、

市町村等の協議の場の設置を主導するなど積極的に関与することを通じ 協議の実効性を確保することを追記した

こと。  

殿 
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３ 国における自主的な市町村の消防の広域化を推進するための施策（基本指針一、４）  

⑴ 都道府県及び市町村に対する情報提供  

広域化の推進に関する財政措置等の制度や広域化を実現した他の消防本部における優良事例等の情報提供を

行うことを追記したこと。  

⑵ 相談体制の確保充実等  

消防用車両出動シミュレーションシステムの活用を促し、広域化や連携・協力の検討の促進を図ることを追

記したこと。  

⑶ 財政措置  

広域化関連事業及び連携・協力関連事業について、新たな地方財政措置を講ずることを追記したこと。  

 

４ 自主的な市町村の消防の広域化を推進する期間（基本指針二）  

令和 11 年４月１日を期限として広域化に取り組むことが必要としたこと。  

  

５ 推進計画に定める広域化対象市町村の組合せに関する基準（基本指針三、２）  

都道府県は、連携・協力の実施状況や、消防指令システムの標準化の進捗、検討状況も考慮して広域化対象市町

村の組合せを検討することを追記したこと。  

  

６ 推進計画に定める連携・協力対象市町村の組合せに関する基準（基本指針三、４）  

⑴ 消防の連携・協力の意義  

平成 31 年以降、広域化した７地域のうち５地域では、広域化前に連携・協力を実施しており、連携・協力の

取組を進めることは、広域化を実現していくための下地となり、その後の広域化の実現につながるものと考えら

れるため、積極的な推進が必要であることを追記したこと。  

⑵ 推進計画へ位置付ける上での基本的な考え方  

推進計画に位置付けることが望ましいものとして、７つの類型（①指令の共同運用、②消防用車両、資機材等

の共同整備、③高度・専門的な違反処理や特殊な火災原因調査等の予防業務、④特殊な救助等専門部隊（水難救

助隊、山岳救助隊、NBC 災害対応隊等）の共同設置、⑤専門的な人材育成の推進、⑥訓練の定期的な共同実施、

⑦現場活動要領の統一）等が挙げられることを追記したこと。  

⑶ 高機能消防指令センターの共同運用  

指令の共同運用の効果を最大限に生かすために高度な運用も併せて実施を検討することが必要であり、都道府

県においては、消防本部等と緊密に連携しながら、市町村の高機能消防指令センターの更新時期や標準化の進捗、

検討状況を把握し、消防本部に対して指令の共同運用についての検討を促すことを追記したこと。  

  

第２ 留意事項  

１ 中心消防本部の設定（基本指針一、３関連）  

平成 18 年以降、広域化を実現した地域の多くでは、都道府県や地域の核となる中心的な消防本部の積極的な取組 

等により、消防本部間の調整が円滑に行われていたことから、広域化に向けた検討を積極的に進めるための選択肢の

一つとして、広域化を検討する地域ごとに、中心消防本部を推進計画に定めることができるものとする。  

都道府県は、広域化の規模や連携・協力等の状況などを考慮し、広域化対象市町村及びその組合せを定めること。

その上で、地域の実情に応じて必要な場合には、広域化対象市町村を管轄する消防本部の中から、当該消防本部の同

意を得て、中心消防本部を定めることができるものとする。  

なお、地域事情にもよるが、一般的には広域化を検討する地域の中で、管轄人口や消防職員数が多い消防本部を、

中心消防本部と定めることが考えられること。  

  

２ 財政措置（基本指針一、４関連）  

これまでの地方財政措置に加え、新たに地方財政措置を講ずることを踏まえ、都道府県及び市町村は、広域化及び

連携・協力の推進に一層取り組まれたいこと。  

地方財政措置の詳細は、令和６年３月 29 日付け消防消第 96 号「消防の広域化及び連携・協力の推進に係る地方

財政措置について（通知）」を参照すること。  
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３ 推進期限（基本指針二関連）  

自主的な市町村の消防の広域化を推進する期間（令和 11 年４月１日）を踏まえ、都道府県においては、中心消

防本部の設定や、新たな連携・協力の類型等について推進計画へ位置付ける等、必要に応じて推進計画の変更等を

行うこととし、広域化対象市町村においては、令和 11 年４月１日までの５ 年間で広域化を実現されたいこと。  

  

第３ 施行日  

令和６年４月１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



資－17 

 

消 防 消 第 9 3 号  

令和６年４月１日 

  

  

各都道府県知事 

各指定都市市長  

  

消 防 庁 長 官  

 

市町村の消防の連携・協力の基本指針の一部改正について（通知）  

 

市町村の消防の広域化の基本指針の一部を改正する件（令和６年消防庁告示第８号。以下「改正告示」という。）が令

和６年３月 29 日に告示され、本日施行されたことに伴い、「市町村の消防の連携・協力に関する基本指針」の一部につ

いて別添資料のとおり改正しました。  

貴職におかれましては、下記の主な改正内容に留意されるとともに、各都道府県にあっては、貴都道府県内の市町村（消

防の事務を処理する一部事務組合等を含む。）に対して、この旨周知されるようお願いします。  

なお、本通知は、消防組織法（昭和 22 年法律第 226 号）第 37 条に基づく助言として発出するものであることを申

し添えます。  

  

記  

  

１ 消防をとりまく課題とその対応方策（本通知による改正後の「市町村の消防の連携・協力に関する基本指針」（以

下「連携・協力基本指針」という。） 第１、１）  

近年、激甚化・頻発化する自然災害等への警戒が必要であり、常備消防の体制の整備・確立のため消防の広域化

を推進してきたところであるが、平成 31 年以降、広域化した７地域のうち５地域では、消防の連携・協力に取り組

んでいたことから、消防の連携・協力は広域化の実現につながるものと考えられるため、積極的に推進する必要があ

るとしたこと。  

  

２  都道府県の役割（連携・協力基本指針第１、２、（２）、（イ））  

推進計画に位置付けることが望ましい連携・協力として、７つの類型を挙げ、そのうち、指令の共同運用について

は、指令システムに関する標準仕様書に基づいて当該システムを既に整備し、又はその整備を検討している場合は、

指令の共同運用の検討の円滑化にも資するものと考えられるため、都道府県は、指令センターの更新時期や、標準化

の進捗、検討状況を把握し、消防本部に対して指令の共同運用についての検討を促し、その結果を推進計画に反映さ

せることが必要であるとしたこと。  

  

３  消防庁の役割（連携・協力基本指針第１、２、（２）、（ウ））  

連携・協力を実現した他の消防本部における優良事例の横展開、消防用車両出動シミュレーションシステムの活用

促進などソフト面の支援を積極的に行うこととし、また、消防庁が講じる財政措置について追記したこと。  

  

４  連携・協力の具体例（連携・協力基本指針第１、２、（３））  

連携・協力の具体例として、７つの類型（①指令の共同運用、②消防用車両、資機材等の共同整備、③高度・専門

的な違反処理や特殊な火災原因調査等の予防業務、④特殊な救助等専門部隊（水難救助隊、山岳救助隊、NBC 災害対

応隊等）の共同設置、⑤専門的な人材育成の推進、⑥訓練の定期的な共同実施、⑦現場活動要領の統一）とそれぞれ

の効果を示したこと。  

  

５ 消防の連携・協力を推進する期間（連携・協力基本指針第２）  

消防の連携・協力の推進期限を、消防の広域化の推進期間も踏まえ、令和 11 年４月１日までとしたこと。  

  

６ 連携・協力実施計画に定める事項（連携・協力基本指針別紙） 

殿 
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⑴ 連携・協力を行う消防事務の内容（連携・協力基本指針別紙２、（１））               

指令の共同運用を行う場合は、原則として、高度な運用についても併せて実施を検討し、その実施内容や目 

  標時期を定め、また、連携・協力を実施する事務に応じて、職員交流や相互応援体制の構築、見直しを検討し、 

その内容を定めるとしたこと。 

  

⑵  連携・協力に要する人員の配置（連携・協力基本指針別紙２、（４）） 

指令の共同運用など連携・協力による業務の集約により人員の効率化が見込まれる場合は、その人員数や現

場要員等への配置の見込みについて定めるとしたこと。  

  

⑶  連携・協力に係る費用の見通しと分担方法（連携・協力基本指針別紙２、（６））  

連携・協力を実施するに当たり必要となる費用について、将来的に削減効果が見込まれる場合はその効果につ

いて定めるとしたこと。 
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